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午前１０時００分 開議  

◎開議宣告

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、これか

ら平成２８年第７回美幌町議会定例会第２

日目の会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎日程第1 会議録署名議員の指名

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は会議規則第１２５条の

規定により、２番大江道男さん、３番新鞍

峯雄さんを指名します。

―――――――――――――――――――

◎諸般の報告

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。

○議会事務局長（藤原豪二君） 諸般の報

告を申し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、第

１日目と同様でありますので、御了承願い

ます。

以上で諸般の報告を終わります。

―――――――――――――――――――

◎日程第２ 一般質問

○議長（大原 昇君） 日程第２ 一般質

問を行います。

昨日に引き続き、通告順により発言を許

します。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 〔登壇〕 私は、

通告をしております４項目について、以下

質問をいたします。

その一つは、子育て支援について２項目

お聞きいたします。

一つ目は、通院医療費の中学校卒業まで

の助成拡大についてであります。

子供の医療費の助成について、少なくと

も中学校卒業までの拡大をと、議会が２年

前に政策提言をしていますが、外来につい

ては助成対象が就学前のままとなっている

ところであります。

今日、全国の市町村での中学校卒業まで

の医療費助成は、入院・外来ともに８割以

上に及んでいると思いますが、このままで

は、美幌町は子育て支援に後ろ向きと評価

される事態が想定されます。

新年度に向けて、通院を含めて中学校卒

業までの医療費助成を行うべきではありま

せんか、伺います。

この二つ目は、学校給食費の助成につい

てであります。

子育て支援で学校給食への助成を望む保

護者は多く、就学援助による給食費全額支

給制度はあるとはいえ、対象は美幌町でも

１５％程度と低所得世帯の一部に限られて

おります。

近年、親の所得の低下を受けて、小・中

学校の給食費の全額または半額以上の助成

を行う自治体が急増し、全日本教職員組合

の調査でありますが、平成１５年度までの

３年間で３倍となっております。美幌町内

でも、子育て支援の上で給食費助成をとの

声がふえています。

町民的な議論をもとに、積極的に給食費

助成を検討すべき段階に来ていると考えま

すが、いかがでしょうか。

大きな二つ目は、国民健康保険の北海道

単位化についてであります。

２項目伺います。一つ目は、１１月１日

に発表されております国民健康保険運営方

針素案についてであります。

１１月１日に示された美幌町の保険料仮

試算は、モデル世帯で１２.６％増額となり
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ますが、試算は医療費水準係数、所得水準

反映係数、応能・応益割合４３対５７、資

産割非算入などの前提があります。

美幌町として、今回の仮試算をどのよう

に受けとめ、対応されようとしているか伺

います。

この二つ目は、美幌町の国民健康保険基

金の取り扱いについてであります。

美幌町の国民健康保険基金の取り扱いに

ついて、９月定例会では「道の試算が示さ

れていない段階では判断できない」との町

長の答弁でありましたが、今回の素案は、

市町村は基金非保有を前提にされていると

ころであります。

来年度の美幌町の国民健康保険税算定に

当たって、税額引き下げに充当するとの方

針で臨むべきと考えますが、いかがです

か。

大きな３項目目は、住宅行政について。

住宅リフォーム制度の継続について御質問

いたします。

美幌町の住宅リフォーム制度は、３年ご

との見直しを前提に今年度で６年を経過い

たします。制度の評価と事業実績から、当

然に来年度も継続されるものと考えます。

住宅リフォーム事業は、新年度早期に着工

可能とするために旧年度の年明け早々に説

明会を行い、申請受け付けを行うのが通例

と思います。

正月を迎える前に、町として事業継続表

明が必要と思うところであります。早急に

これまでのリフォーム事業の実績・評価を

町民に明らかにした上で、再度、再延長を

表明すべきと存じますが、いかがでしょう

か。

最後の４項目目であります。墓地・埋葬

行政について。合葬墓・合同納骨塚建設に

ついて伺います。

合葬墓建設の必要性については、議員の

一般質問での提起、議会報告会ごとの参加

者からの要望、総務文教厚生常任委員会の

調査報告などで、町民の建設要望が既に示

されているところであります。

町長自身として、町民の声を聞きたいと

されていましたが、町民の安心のためにそ

の調査結果を踏まえて、新年度の建設に向

けての御決意をお示しいただきたいと存じ

ます。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 大江議

員の質問に、お答えを申し上げたいと思い

ます。

(２)の学校給食費の助成については、後

ほど教育委員会から答弁をさせていただき

たいと思います。

初めに、子育て支援について。

通院医療費の中学校卒業までの助成拡大

についてでありますが、乳幼児の疾病の早

期診断と早期治療を促し、もって乳幼児の

保健の向上と福祉の増進を図ることを目的

に、本町では昭和４８年４月から３歳未満

の乳幼児に対して医療費助成を開始し、同

年１０月には北海道においても事業が開始

され今日に至っております。また、制度開

始以来、対象年齢の拡大や初診時一部負担

の導入、さらに保険制度の自己負担減など

の変遷を経てきております。この制度は、

少子化対策の一環とともに、子育て世帯へ

の経済的支援という側面を持ち合わせ、近

年は対象年齢の拡大に取り組む市町村がふ

える中、本町においても本年８月より入院

の対象年齢を小学校卒業から中学校卒業に

拡大したところであります。医療費助成は

恒久的な多額の財政負担を伴うことから、

対象年齢の拡大は慎重を期さなければなり

ません。このため、通院に係る対象年齢の

拡大については、現在の中学生入院の実績

を見きわめた後、財源を考慮しながら引き

続き検討していく考えであります。

なお、市町村の財政力格差が医療費格差

につながってはならないことから、こども

の医療費助成に関しては、国の責任におい

て早期に制度化が図られるよう、今後とも

国や北海道に要望してまいります。
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次に、国民健康保険の北海道単位化につ

いて。

(１)の、国民健康保険運営方針素案（１

１月１日）についてでありますが、北海道

から示された仮算定によるモデル世帯の保

険料は、課税所得を２００万円、夫婦２人

世帯として平成２８年度の美幌町の税率に

基づいて算出された保険税と、美幌町が道

に納める納付金に対する保険料との比較で

あります。現行の税率では、道から請求さ

れる納付金が賄えない状況となっており、

厳しい内容の仮算定結果だったものと認識

したところでございます。

国民健康保険基金の取り扱いにつきまし

ては、平成２８年度に国保税の税率の見直

しを行っております。その見直しは、基礎

賦課額と介護保険分、後期高齢者支援分の

課税の不均衡是正を目的としており、基金

を取り崩して負担の軽減を図って取り進め

たものでございます。

国保会計の運営では、平成２７年度から

基金を取り崩しての運営となっており、今

年度以降も基金を取り崩しての運営が見込

まれていることから、来年度の保険税の税

率 (注)引き上げは難しいと考えておりま

す。

次に、住宅行政について。

住宅リフォーム制度の継続についてであ

りますが、御質問の住宅リフォーム事業の

実績及び評価についてでありますが、実施

件数は平成２３～２８年度の見込みも含め

６年間で８７６件、補助金交付額で２億８,

７００万円、実施された工事費は２１億４,

６００万円となっております。１件当たり

の工事費は約２５０万円で、主な工事の内

容は、屋根や外壁の塗装、内装やサッシ工

事、設備の工事では浴室改修、ボイラーや

給排水管の更新、台所の改修が行われてお

ります。

住宅の経過年数は２６～３５年経過が全

体の３８％を占めることから、高齢期を迎

えての住宅のバリアフリー化や住宅の長寿

命化に大きく寄与しているものと認識して

おります。また、経済の波及効果で見ます

と、議会の御理解をいただく中での３月募

集が４月からの補助申請、早期着工につな

がっており、補助金に対する工事費が７.４

７倍にもなっていることを合わせると、住

宅リフォーム補助金が建築需要の喚起に一

定の効果を上げているものであります。

これらの検証をもとに、住宅リフォーム

事業につきましては、明年度も３年ごとの

事業として継続実施するものとしておりま

すので、御理解を賜りますようお願いをい

たしたいと思います。

次に、墓地・埋葬行政についてでありま

す。

合同納骨塚の建設につきましては、９月

定例会においてニーズの調査をしてみては

どうかとの質問をいただいた際「単にアン

ケート調査みたいな５者択一などは先祖

代々、子孫まで続く話ですのでなかなか難

しい話であり、若干時間をいただいて検討

させていただきたい」と答弁したところで

ございます。また、「町内に納骨施設を有

する関係者との調和を図り、宗教感情にも

配慮しつつ、墓園の返還状況の推移を見き

わめて調査研究してまいりたい」とも答弁

したところであります。

合同の納骨塚は、少子高齢化・核家族な

どから葬儀・供養に対する意識が多様化し

てきていることも理解しながら、町の墓地

の増設とあわせて検討したいと考えている

ところでございます。

以上、御答弁をさせていただきました。

よろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 〔登壇〕 大江

議員の御質問に答弁させていただきます。

学校給食費の助成についてですが、就学

援助制度以外の給食費助成については、オ

ホーツク管内では１市７町（完全無償化１

町、一部助成１市６町）で実施している状

況にあります。

(注) 平成２８年１２月８日第３号９１ページに訂正発言あり
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美幌町における学校給食費の助成につい

ては、就学援助制度により準要保護者児童

生徒等を対象に助成しており、平成２７年

度決算では、就学援助費（全額助成）で９

７５万９,４００円（小学校１２０名、中学

校８２名）、特別支援教育就学奨励費（半

額助成）で９１万６,０１０円（小学校２８

名、中学校１１名）、合計１,０６７万５,

４１０円を支給しており、小・中学校の全

児童生徒数に占める割合は約１７.０８％と

なっております。

学校給食については、子供たちの心身の

発達や将来に向けた健康づくりを考えたと

きには、良質な内容の学校給食を提供する

ことが重要であり、そのための費用につい

ては、保護者の皆様にも御理解のいただけ

る範囲として食材費を御負担いただいてい

るところであります。

給食費の助成については、就学援助制度

による給食費負担分の給付がなされており

ますので、現状においては新たな助成は難

しいと考えておりますので、御理解をいた

だきたいと存じます。

以上、答弁させていただきましたので、

よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） 通院医療費の中学

校卒業までの助成拡大について、再質問い

たします。

最初に伺いますが、北海道での子供の医

療費助成状況については、道が発表してお

ります平成２８年４月１日現在、道の基準

を超えて実施しているということで、拡大

市町村は中学校までの入院が７１.８％の実

施、通院で６４.８％の市町村が実施してい

るという状況だと思いますが、これも含め

て、北海道、それから全国の実施状況につ

いて、町としてはどのように押さえておら

れるか、まずお伺いをいたします。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（高崎利明君） ただいまの医

療費の助成状況でございますが、まず北海

道につきましては、平成２８年４月１日現

在ということで、北海道の調査におきまし

て、ただいま大江議員がおっしゃられたと

おり、入院につきましては中学校まで１２

６市町村で、端数の関係がありますけれど

も７０.４％、入・通院につきましては中学

校３年生までで１１６市町村、６４.８％と

捉えております。また、全国の実施状況に

つきましては、厚生労働省の調査におきま

して、平成２７年４月１日現在の数値しか

把握しておりませんが、こちらにおきまし

ては、入院が中学校３年生までで１,４８９

団体ということで８５.５％、通院につきま

しては同じく中学３年生まで１,２６８市町

村で７２.８％というように確認をしている

ところでございます。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） 北海道について

は、これ以上の数字は出されていないです

が、全国についてはかなり変わってきてお

ります。実は子供の医療費の助成を、現物

で給付している場合については、国がペナ

ルティーをかしています。そのことについ

て、第１００回の社会保障審議会医療保険

部会がことしの１１月１８日に行われてお

りまして、そこに速報値で資料が示されて

おります。そこで見ますと、ただいま昨年

４月１日現在の状況の数字が示されており

ますが、入院が中学校卒業まで８５.５％に

対して、中学校卒業まで９２.８％の実施状

況に大きく変わっています。助成なしは７.

２％ということで、大きな変化を示してい

ます。

あわせて今回質問しております、通院・

外来でありますが、大変驚きました。中学

校を卒業までの医療費無料化は、１,５４１

市区町村、８２％ということで、助成なし

は１８％しか残っていないということで、

この数字を見まして、これは大変だなと私

は思ったわけです。入院を先行はさせてお
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りますけれども、外来、通院の場合につい

ても、急速に助成が拡大されているという

ことで、全国的に子育て支援、子供の医療

費の助成については、テンポが上がってお

りまして、このままでは美幌町が取り残さ

れるなと、そういう思いを実はしていま

す。

そういうことで、２年前の１２月３０日

に議会の総意として、少なくとも中学校卒

業までの医療費無料化、入・通院とも美幌

町として実施すべきだという議会の政策提

言は、実施のためには一刻も早い御決断が

行政に求められているのではないかと思っ

て、今回御質問をいたしました。

町長、いかがでしょうか。こういう状況

に全国的にはなっていると。この状況がな

かなか国民的には知らされていないという

ことで、数字を探しましてお示しをいたし

ましたが、あくまでも現在の制度にこだわ

るということになると大変苦しい立場に美

幌町が置かれるなと思うのですが、いかが

でしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、数字でお示し

いただきました。それで、私は前からお話

しをしていますように、財政格差が医療費

あるいは医療給付、医療サービスの格差に

つながってはだめだというようなことを言

い続けていまして、国・道の動きを見なが

らやってきました。そうは言っても、現実

対応としては、やはり子供さんを抱えてい

る方については大変御苦労されているとい

うことで、平成２８年、今年度から非課

税・課税を問わず、中学３年までの入院に

ついては助成をするということを取り組ん

でおります。

それで、これを通院まで広げると、全体

予算が４,１００万円ほどになるというよう

なことで、これはもちろん今までやってき

た金額を含めてのお話でありますけれど

も、４,１６０万円ぐらいの年間の町の負担

ということになるかと思います。そのう

ち、中学生まで無料化したときに、新たに

負担をしなければいけないというのが２,６

００万円前後だと思いますけれども、これ

ぐらいの財政規模の支援をしなければ難し

いというようなことでございます。

それで、財政的に厳しいからやらないの

かという話になるかと思いますけれども、

ただ私どもは、少子高齢化に対する、ある

いは子育てに対する支援を、幅広く総合的

にやらなければいけないという思いで、さ

まざまな施策をとってきているわけでござ

います。そんな中、この１局面だけ見る

と、こういう状況が起きるのかもしれませ

んので、全体の評価をぜひともしていただ

きたいなと思っております。それで、仮に

中学まで無料化するにはどうするかという

方法でありますけれども、例えば、通院に

関して、まず小学校までやるだとか、その

あと２段階で中学校までやるとかというこ

とも実際は考えられるのではないかと思っ

ています。いずれにしましても、これは研

究していかないとなかなか難しい問題だと

いう思いをしておりますので、議員おっし

ゃるようなことについては、十分承知しな

がら、片一方でじくじたる思いをしている

というのは現実でございます。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） 厚労省の調査で

は、小学校卒業までの外来は９０.１％が既

に実施されていますので、もう小学校卒業

までというのが本当の通過点だと思いま

す。求められているのがやはり後追いでは

なくて、中学校卒業までということで決断

されることではないかと私は思います。

それで、ことし３月の予算議会で、入・

通院とも無料化に必要な予算は、追加の部

分で３,２００万円ほどだということで、今

入院医療費はことし８月から中学校までに

なっていますので、新たな負担は２,６００

万円ほどということであります。私は、既

定の予算の中で節約をしたり、あるいは、
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本来過疎債を使うというのは、人口減少だ

から過疎になっているわけで、そのために

過疎債は大いに使う必要があるのではない

かと、ソフト事業で使うべきだというよう

にも思っています。あわせて、財政調整基

金というのは、毎年積み増しされておりま

して、平成２７年度で１４億２,２００万

円、対前年比１億８,０００万円ほど積み増

しされています。本当に大変な状況だとい

うようには、私は理解できない。人口減

少、そして子育て支援と、ここへの取り組

みはどの町も第１の課題だというように思

います。そういう点では、予算上の問題で

はなくて、町長の腹一つではないかという

ように思っております。

そこで、本当は時間をかけて議論したい

のですが、何せ時間が限られているので、

結論的に申し上げたいと思います。美幌町

政は２元代表制です。町長が執行される行

政、そしてもう一つに議会と二つの柱で成

り立っておりまして、議会は総意で、少な

くとも中学校卒業までの医療費無料化を行

うべきだということを議長名で政策提言し

ています。確かに、条例ではありませんの

で、その一歩手前、少し遠慮して政策提言

をしているのですが、このままでは行政が

やらないと、あるいは渋っているというと

きに、２元代表制は町民に対して説明がつ

かないということになってしまうのではな

いですか。町議会は、総意で中学校卒業ま

での入・通院医療費を２年前に政策提言し

ている。このまま放置されれば、議会とし

ては、立場上、条例提案せざるを得ない

と。

町長の２元代表制についてのお考えを、

ぜひお聞かせいただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） ２元代表制という

地方自治のシステムをとっているわけであ

りますけれども、もちろん、それぞれの権

限・権能に基づいて、さまざまな施策ある

いは提言をしたり、議決をいただいたりと

いうようなことだろうと思いますが、私は

基本的には、やはり議会の提言を含めて尊

重すべきものだと思っておりますけれど

も、尊重すべき中でも、多額の経費を要す

るであるとか、全体の中でどういう位置づ

けにあるのかというようなことも含めて考

えていくと、慎重にならざるを得ないとい

う点も、このつらい立場も御理解をいただ

きたいなと、そのように思っているところ

でございます。

いずれにいたしましても、私は２元代表

制を尊重すべきものでないとかという発想

は全くございませんので、その中で、より

論議をしながら、議会の皆さんとある面、

合意をしながら、やはり御理解をいただく

しかないのではないかというような思いで

おりますので、よろしくお願いをいたした

いと思います。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） 国は子供の医療費

助成・現物支給を行っている全国の市町村

に対して、未就学児の部分への助成につい

ては、ペナルティーを外すということに多

分この審議会を通じてなったと思います。

国の固いガードも変わってきています。ぜ

ひ、それらを含めて――それと私は議会に

身をおいていつも思うのですが、予算も握

っている行政側が強いというのはわかりま

すが、今日１２分の１の議員提案権、委員

会の議案提案権で、例えば子供の医療費の

入・通院とも中学校卒業まで拡大するとい

うのは、出そうとすれば３月議会でも、１

月に臨時会を開いて議会側として出すとい

うことも可能な段階にきています。ぜひ、

そういう状況を踏まえて、議会の存在の意

味がないということのないように、行政の

トップとしてお考えいただきたいというこ

とだけ申し上げてこの部分の質問は終わり

ます。

飛ばして、国民健康保険の北海道単位化

について伺いますが、その前に３番目の住
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宅行政、住宅リフォーム制度の継続につい

て方向性が示されました。

実績も、それから評価も、大変に関係者

や町民が実感しているとおりの中身になっ

ていますので、ぜひ、町長として、いや美

幌町として胸を張って、新たな３年延長を

進めていただければと思います。ただ、関

係者の中に、予算は４月からでないと使え

ないということで、予算の組み方として工

夫したほうがいいのではないですかという

声はあります。旧年度中に申請を受け付け

たり、説明会を行って、その都度町民に対

して、あるいは議会に対して説明をしなが

らやっているということについては、ちゃ

んとやる方法がありそうなので、その辺に

ついてもあわせて工夫される必要があるか

なというようには思いますので、これは大

変うれしい話でありますので、しっかり受

けとめていきたいと思います。御答弁はい

りません。

それで、国民健康保険の北海道単位化に

ついて、時間がありませんので進めていき

たいと思います。

実は、１１月２日に美幌町の新しい算定

方法では、１人当たりでいえば１,３３２

円、平成２７年保険料対比で安くなるが、

モデル世帯の保険料は平成２８年の保険料

の算定と比較すると、１世帯４万３,３００

円、１２.６％高くなるということで、不安

を抱いておられます。

そこで簡潔に伺いたいと思いますが、今

回北海道が示されているのは、所得割と被

保険者均等割と世帯平等割のいわゆる３方

式で算定されているということだと思いま

すが、美幌町はこれに資産割を加えた４方

式で国保税を算定しています。北海道は、

多くの中小の市や町や村が行っている資産

割をだめだとは言っていないと思いますの

で、多分従来どおりの４方式で国保税を算

定されるのかなというように思っていま

す。算定をするとすれば、今回のモデル世

帯の国保税は一定程度今回の算定方式でも

下がるかなと、納付額の中でも下がるので

はないかと思うのですが、資産割が一定の

パーセンテージを締めています。税収上の

構成比で言えば、その分下がる形になるか

と思うのですが、そういう意味での試算は

されているのでしょうか。されていれば、

詳細は無理だと思うので、一定のモデルで

されているかと思うのですが、ぜひお示し

いただければと思います。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（高崎利明君） 北海道の仮試

算算定につきましては、実際、道内の市町

村の多くは４方式を活用しているのですけ

れども、３方式を使っている被保険者数が

圧倒的に多いものですから、システムをた

くさんするだけの費用がないということ

で、たくさん加入している人の影響が多

い、被保険者数の多い３方式で一応仮算定

をされています。

これによって、現在との比較をしたわけ

でございますけれども、この算定はあくま

でも北海道に納める納付金を算定するため

の部分、またそれを市町村が集める標準保

険料率を算定するために用いた数値でござ

います。実際の保険料、保険税になります

けれども、設定につきましては北海道が納

付金を決定しまして市町村に通知をし、保

険料を納付するために市町村の判断で税率

等を決めるという形になりますので、美幌

町におきましては現行の４方式で保険税を

徴収したいと考えておりますが、今お話の

ありましたモデルの部分につきましては、

道から示されました形式でいきますと、応

能割を少し低くして、応益割を御質問にあ

りましたように、少し高めに設定されてお

りまして、全体的に美幌町の所得のモデル

世帯以外におきましても、全体的に増加す

るというような試算をしておりますが、今

大江議員がおっしゃられたように、その部

分、今３方式で仮算定されておりますの

で、４方式にした場合は所得割の率、応益

の部分で調整するのか、応能部分を含めて
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市町村の判断でできますけれども、その分

資産割にもっていくと率は下らげれます

が、今回北海道が示した額は、納付金の額

を逆算して、大体８億円程度納付金という

形で示された中で、３方式での配分になっ

ておりますので、結局４方式にしても北海

道に納める納付金の額は変わりがありませ

んので、そういう意味では各階層、資産を

持っている４方式の中で、現在の負担区分

と大きく変わらないような形の税率という

か、段階的に本来は道が示した標準保険料

率に合えばいいのですけれども、そこに至

るまでには３年ごとに見直すということも

お話しされておりますので、いろいろな町

独自で試算をしまして、各所得階層に影響

が少ないような形での税率を検討していき

たいと考えております。また、今回仮算定

につきましては、来年年明けには激変緩和

措置などを含めた２回目の仮算定がされる

ということも聞いておりますので、実際の

納付金の試算が新年度４月以降になると思

いますが、それまでの間にいろいろな試算

方式で激変緩和を含めまして、納付金に含

める金額等も検討されると聞いております

ので、そういう部分を含めまして、町は判

断をして、納付金を納付するための保険料

を検討していきたいと考えております。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） ８億円ほど道に納

付しなければならないということで、平成

２７年度決算で国保税収入額は６億４,９９

０万円、約６億５,０００万円ということで

すから、１億５,０００万円ぐらいふえると

いうことになるのかなと。その分どんな方

式、３方式なのか４方式かは別にしまし

て、方式を変えても総額は変えられない

と。個人的には、資産を持っていない方に

とって見れば、美幌の場合は少し安くなる

ということにはなりますが、高くなると。

そこで、時間がないので、この点で最後

にお聞きしたいのですが、その町の医療費

水準と、加入者の所得水準が高ければ、ど

うしても高くなるということなのですが、

美幌町は医療費水準あるいは所得が相当高

いのでしょうか。国保加入者の所得水準は

概括的にいかがですか。

所得が高い場合であっても、限度額を超

えれば課税にならないです。うんとお金持

ちは安い国保税、安いというか頭打ちにさ

れるので、高いという実感はないのだと思

うのですが、そういう点でどうなのかとい

うことだけ、手短にお答えいただければと

思います。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（高崎利明君） まず先ほど、

道の納付金８億円から現在の保険料の差で

ございますが、これにつきましては、あく

までも納付金を納めるのに基金の繰り入れ

だとか繰越金がない状態、全く真っさらの

状態での必要な額ということで定められて

おりますので、これに対して町独自の収納

率の向上だとかいろいろな部分を加味しま

すと、また変更がされるので、あくまで

も、そういう法定外の繰り入れがないだと

かいろいろな条件のもとでの納付金という

ことなっておりますので、御理解いただき

たいと思います。

それで、ただいまの医療費と所得の部分

でありますけれども、美幌町におきまして

は、道内の所得区分の中では大きく高いと

いうわけではないのですけれども、１.２倍

超ぐらいの水準にありまして、医療費につ

きましては１倍いかないので、０.５倍程度

ということで、若干高目というところに区

分されております。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） 道は、今回はあく

まで今後の議論の参考にするために試算を

しているということで、各市町村に議論を

いただきたいというのが中身となっていま

す。それで、ぜひ町民個々にも、どういう

状況になろうとしているのかということ
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で、機会を見て議論できる材料をお示しい

ただければということだけ申し上げて、基

金問題を再質問させていただきたいと思い

ます。

今回の答弁でも、平成２７年度から基金

を取り崩して運営しているので、最終的に

は税率引き下げには回せないという旨の答

弁だったかなと思います。

そこで平成２７年度決算では、３億４,５

０３万１,０００円の基金でありますが、こ

れは前年度、２６年度末基金が３億６,００

０何がしでありましたので、１,５７６万

６,０００円だけ減っているということで、

相当多額の基金を持っているという状況に

は変わりがないのです。平成２２年度末決

算で、基金保有額３億５,９００万円を若干

超えましたが、３億円台の保有は６年連続

です。時間がないのでお示しできません

が、あるいは２２年度国保会計の当初予算

で同じような論議はされていたのだと思う

のですが、１億３,３００万円ほど当初予算

に計上した基金を繰り入れたと、それ以来

１億円台、２億円台、３億円台の当初予算

での基金繰り入れは、歳入では行っている

のです。見かけの上では基金を取り崩すの

だなというように思ってまいりましたが、

年度末では補正で全部不用額ということで

ゼロです。予算上基金を使ったというのは

ずっとゼロなのです。見かけの上では、何

らかの形で基金が使われるのかというよう

に期待していましたけれども、ずっと使わ

れないでいるわけです。結局、基金は３億

５,０００万円ぐらいをずっと保有している

と。

この金額は、先ほど２７年度決算で国保

税収入額が６億５,０００万円に対して、基

金残高５３％、１年間の税収の半分以上を

基金で持っていると。これは異常だと思う

のです。必要ないのに持っていると。出し

ている側は大変な思いをして、現年度では

約９８％の納入です。非常に高い納入で町

民は努力している。これを、いや若干取り

崩しがあるのだということだとは思うので

すけれど、今までの例から見ると、額面ど

おりには到底受け止められないです。３億

円の基金繰り入れを歳入で見込んでいて、

結局年度末には１円も使わないというよう

なことを続けてこられた町としては、やは

り精度を高めて税の引き下げに回す、ある

いは税を必要とする地域の医療費総額を引

き下げるために、保健事業としてどんと使

うと、例えばがん検診などについては無料

にしてしまうと。特定健診も無料にしてし

まうと。健康づくりのためには、そうやっ

て基金を活用するというような姿勢なども

含めて、思い切った手だてが求められてい

ると思うのですが、町長いかがでしょう

か。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 大江議員の質問に

ありますように、予算上は基金の取り崩

し、そしてそれを繰り入れするというよう

なことになっておりますけれども、結果論

として、それほど多くの基金の取り崩しが

なく済んできたということで、今３億５,０

００万円程度の基金を保有しているという

ことであります。それで、この先のことを

論じるには、国保の事業をどう捉えるかと

いうことが一つ大きな問題になってくるの

ではないかと思っておりますけれども、つ

い最近の新聞を見ますと、お年寄りに大分

きつい措置がされるのではないかというよ

うなことで、消費税を上げなかった分、国

保の支援に回すお金も減額で調整に入った

というような話も聞いております。そうし

た中、先ほど民生部長がお答えしましたよ

うに、全道の市町村から道に納める金額、

要するに割り勘分ですけれども、これが試

算によると個々の納税者にとって重くなる

というようなことでありますので、こうい

った軽減といいますか、結果的に軽減にな

るような基金の使い方も、やはり考えてい

かなければいけないと、そのように考えて

おりますので、御理解をいただきたいと思



－ 54－

っております。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） 残り５分を切って

いるようです。それで、心残りはあります

が、合葬墓について質問をさせていただき

ます。

なかなかやるというところまでの御答弁

になっていないのを私は大変もどかしく思

っております。そこで、これは政務調査費

を使いまして、１０月６日付けで折り込み

をさせていただいた町民アンケートを２年

に１回やっているのですが、今回封筒をつ

けました。来年まで有効な封筒ですので、

まだ回答があるかと思うのですが、中間集

約１２５通で集約いたしまして、この中の

この部分です。全体のごく一部に合葬墓、

合同納骨塚について意見をお書きください

というのを出しましたら、回答数１２５通

中、無記入が４９通ございましたので、回

答者７６通でした。ぜひ実現をというのは

４３通、５７％。いいことだという評価は

２４通、３２％。合計で８９％の方がいい

ことだ、あるいはぜひ実現をと。特徴は一

刻も早くつくってくれ、あるいはぜひ実現

を、ぜひ利用したい、すごくいい、絶対に

必要、希望します、お世話になりたい。こ

ういう当事者としての声がいっぱい載って

いるのです。いらないというのは２通でし

た。宗教を冒涜する、あるいは公費で建て

るのはいかがなものかと。しかし２通で

す。望まないというは２通。わからない、

当事者の判断に任せる、調べてみる、こう

いったので合計４通。反対と消極的な声は

９通で、１２％です。やはり望んでいると

いうのは、実数はまだわかりませんけれ

ど、議会主催の議会報告会でも合葬墓をと

いう声が出ます。総務文教厚生常任委員会

の委員会報告会でも出ています。私の町政

報告会でも何度も要望があります。

町長は自分の耳には聞こえてないという

ことですが、たくさんの場所でたくさんの

声が聞こえていると。昨年の総務文教厚生

常任委員会の所管事務調査報告でも、早期

建設をということで委員会としてまとめて

います。行政がアンケートを取るというの

は大変厳しいのではないかと思うのです。

実施前にアンケートを取る方法というの

は、なかなか難しいのではないかというこ

とで、どうでしょう。こういう一刻も早く

という声に応えていただく必要があるのか

と思うのですか、いかがでしょうか町長。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 大江議員、今回初

めて合同塚の質問だと思います。（「２回

目です」と発言する者あり）２回目でした

か、大変失礼しました。

その前、岡本議員から何度かあって、私

はなかなか踏み込めないような答弁をして

おりましたけれども、いずれにいたしまし

ても、時代が変わってきているという認識

をしておりますので、できるだけ早い時期

に前向きな御回答をできるようなことで詰

めてまいりたいと、そのように思っていま

すので、御理解のほどをお願いいたしたい

と思っております。

○議長（大原 昇君） これで、２番大江

道男さんの一般質問を終わります。

暫時休憩します。

再開は、１１時１５分といたします。

午前１１時０２分 休憩

―――――――――――――――――――

午前１１時１５分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き

会議を開きます。

通告順により発言を許します。

８番岡本美代子さん。

○８番（岡本美代子君） 〔登壇〕 私

は、さきに通告してあります１点、２項目

について質問いたします。

まず、商工業行政についての１項目めで

す。宅配便利サービス事業の支援につい

て。

宅配便利サービス事業に対しては、３年
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間６０万円の補助金で事業を支援していま

すが、平成２９年度からは補助金としての

支援が終了するため、事業の特性を考えて

も今後厳しい状況であると考えます。

第６期美幌町総合計画の２０１６年から

２０２６年までの１１年間の計画には、商

工業振興の中で宅配便利サービスの充実と

して、「買い物に不便を感じている方々や

住民の利便性向上のため、宅配便利サービ

スの利用促進を図り地域に密着した商店街

形成の促進を支援します」とありますが、

補助金が終了した後はどのような支援策を

考えているのか、お聞かせください。

２項目めといたしましては、商工振興補

助金についてです。

町内には北１丁目商店街・生き活き商店

街・仲町中央商店会、新町ゆうゆう商店街

の四つの商店街が組合化して活動していま

す。それぞれに年数回のイベントを開催す

るなどして、日ごろからの地域住民の皆様

やお客様との触れ合い・感謝として、地域

単位でのお祭りイベントを開催し、それぞ

れでお客様にも楽しんでいただいていま

す。その中で補助金を使い、各単会で持ち

出しもしながら高齢化・空洞化した商店街

を盛り上げようとやっているわけですが、

行政サイドには、ただ単にビールパーティ

ーをやっているだけと捉えられているので

はないかと考えています。

高齢化や空洞化が進む各商店街で、若い

力や商業者でない方にも協力をいただきな

がら開催しているのですが、町長はどのよ

うに捉え、どのような考えをお持ちなの

か、お聞かせください。

以上２項目、よろしくお願いいたしま

す。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 岡本議

員の質問にお答えをいたしたいと思いま

す。

商工業行政について。

１項目めの宅配便利サービス事業の支援

についてでありますが、宅配移動便利サー

ビス利用促進事業補助金は、創設時から３

年という期限を延長せず、その間で自立を

目指すとしており、運営費の継続支援が困

難であることは、合同会社も理解している

ものと認識しております。

宅配便利サービス事業が有する訪問販売

や顧客の要望に対するきめ細やかな対応と

いった特色多い特徴を生かして、安定的な

活動ができるよう、効果的な発展策につい

てともに知恵を絞ってまいりたいと考えて

おりますので、御理解のほどよろしくお願

いをいたしたいと思います。

次に、２項目めの商工振興補助金につい

てでありますが、商店街活性化補助金につ

きましては、開催するイベントを通して継

続的な集客が図れる内容とし、商店街や各

店舗への波及効果がさらに見られるよう数

年来、商工会議所や連合商店街と協議をし

てきたものであります。

中心市街地の活性化は喫緊の課題である

と認識しており、商店街活性化事業がより

効果的な活性化策となるよう今後も協議と

検討を重ね、よりよいものとしていきたい

と考えておりますので、御理解のほどよろ

しくお願いをいたしたいと思います。

以上、御答弁をさせていただきました。

よろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） それでは、再質

問をさせていただきます。

答弁では、創設時から３年間で自立を目

指し、運営費の支援は困難であるというこ

とを合同会社側も理解していると認識して

いますとありましたけれども、今後は宅配

便利サービスの特徴を生かして、その安定

的な活動ができるように、効果的な発展策

について、ともに知恵を出していきたいと

いうことですけれども、今の時点で来年か

らの具体的な今後の取り組みがわかってい

ましたらお聞かせください。
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○議長（大原 昇君） 経済部長。

○経済部長（矢萩 浩君） 具体的な取り

組みでありますが、これは来年度以降とい

うことではなく、これまでもしていること

でありますが、例えば、移動販売等は非常

にニーズがある部分であります。この中

で、特別養護老人ホーム緑の苑だとか、旭

公住、鳥里サロン等で行っていますが、昨

年はみどりの村森林公園キャンプ場で訪問

販売をやりたいという相談があり、私ども

その協議にのった結果、実現に至っている

という状況はあります。

以上、よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 今のところ２９

年度から新しい移動販売、それからみどり

の村、緑の苑とか団地の中にパンを売りに

行くとか、それから、みどりの村に販売に

行くという、これは今年の取り組みで、私

も実態がわかるために行かせていただきま

したけれども、行くと、緑の苑などでもイ

ベントのように、きょうはお買い物の日だ

よということで町内の商店なども行ったり

してやっていて、入居者には大変喜ばれて

いるようです。

ただ、たくさん売れるわけではないの

で、今部長がお答えになったもので利益を

上げるということは、非常に難しいのでは

ないかと私は考えていますし、実際に難し

いのです。そして、私も今回、補助が終わ

りだということも知っていましたけれど

も、どうしてこの宅配便利サービスの取り

組みというのが、すごくいいものである、

いいものだから皆さんで相談して始めたの

でしょうけれども、今回大手のスーパーな

どがやっている宅配を自分が利用すること

があったのです。それで、大変高齢者に対

しては難しいのではないかなというように

自分の実感としてわかったわけです。

よく行政用語で、民間でできるものは民

間でということを言われていて、実際に宅

配事業者、スーパーなどがやっているとこ

ろもありまして、それは非常にいいことで

ありますし、本当に生鮮食料品から除雪の

スコップ、衣類も含めて、すごく幅広い取

り扱いがあります。ただ、高齢者にとなる

と、それは非常に難しいなと思います。そ

して、申し込み方とか支払い方とかいろい

ろありますので、高齢者が少ないものを今

すぐ欲しい、きょう欲しいということに対

しておこたえするのは非常に難しいのでは

ないかと思います。

やはり便利サービスだからやれるという

ところがあって、答弁にもありましたよう

に、特性を生かしてある程度の指示をされ

ていると思うのです。なかなか収入にはは

ね返ってこないのですけれども、どのくら

いの人が利用しているのか、行政としても

きちんと押さえているのでしょうか。その

辺、お聞きしたいと思います。

○議長（大原 昇君） 経済部長。

○経済部長（矢萩 浩君） まず利用者に

ついてでありますが、利用者は平成２４年

度のサービス開始のときには、登録会員数

が１５７人でありました。これが平成２８

年度は見込みでありますが、４００人を見

込んでおります。サービスの中身でありま

すが、宅配サービスの利用者は利用開始時

（平成２４年度）は２７人だったのが、今

は１３０人を見込んでおります。また、便

利サービスについても２２人であったもの

が１１０人と、かなりふえている状況にあ

ります。このふえている状況というのは、

宅配便利サービス側でかなり地道な取り組

みをして、利用者をふやすという営業努力

をした結果にあるものと考えております。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） なかなか収入に

ははね返ってきていないけれども、だんだ

ん年を追うごとにふえていっているという

のは、御理解いただいているかと思うので

す。
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平成２４年に、この宅配便利サービスが

始まったときに、私は経済建設常任委員で

したので、それまでも買い物難民という言

葉が出て、テレビの報道とかで、都会にい

ながらも買い物難民がいるという報道が、

あの頃はよく続きました。それゆえのこの

宅配便利サービスなのですけれども、宅配

便利サービスが美幌で始まって、私も委員

会としてどういうものかということで、研

究・調査したいという思いから平成２５年

１１月に先進地視察を行っています。これ

は、福岡県筑後市の築後商工会議所が取り

組まれているところへ視察に行きました。

どうしてここへ行ったのかと言いますと、

いろいろ探した中で、始まって１年とか始

まって日が経っていないところがほとんど

だったのですが、この筑後がやっている宅

配サービスが１０年やっている場所でし

た。１０年という歴史がある、そして継続

ができているということで、ぜひここを見

てきたいということで調査してきて、視察

調査報告書をぎかい広報に出させていただ

いた経緯もあります。

行ってみましたら、やはり大きな市の取

り組みですから、１０年続いているという

ことなのですけれども、調査の結果、やは

り県から２年に一度は補助を受けている。

補助なしではなかなかできないということ

でありました。やはり、高齢者の買い物と

いうのは非常に福祉的要素が大きいという

ことを調査してまいりました。そして、青

果店を営む方が、自分の店に集約をして、

そこから配送するようにしているのですけ

れども、その青果店を営む方に非常に負担

がかかっているなと。場所を貸してくれた

り、事務的なことをやってくれたりするこ

とで、個人の負担が大きくなっているとい

うように私は見てきました。だから１０年

は続いているけれども、この先となると難

しいだろうなと感じてきています。

先ほども買い物難民――買い物でなくて

も、どこに行って、何か届けてほしいと

か、極端な話、おかずをつくったから娘の

家とか友達の家に持っていってほしいと

か、そういうこともあるようなのですけれ

ども、そういうように、きめ細かく美幌の

場合は対応している。

私は、やはり高齢者にとって一番理想的

なのは、町長も前に言われましたけれど、

「きょういく」「きょうよう」というよう

に、例えば買い物も土日、娘や息子が休み

のときに買い物に連れていってくれる、そ

して自分の目で見て買いたいというのが、

消費者というか高齢の人の、特に女の人は

自分の目で選びたいということではないか

と思います。だから、土日は子供が来て連

れていってくれるけれど、平日のちょっと

足りない物、今漬物をつけようとしたら漬

物袋がないとか、そういう小さなことにこ

たえるのが、この宅配便利サービスではな

いかと思っています。申し込んでおいて１

週間後に来るとか、そういうものとは違

う、本当に価値のあることだと思っていま

す。そういう小さな支えがあれば、我が家

で年をとっていくこともできるのではない

かと思いますので、商業者が中心でやって

いますけれども、非常に福祉的要素が大き

いと思います。

町長、この辺のところで、どのぐらい御

理解をいただいているのか、お考え方や受

けとめ方をお聞きしたいと思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 立ち上がって３年

目を迎えるということであります。

先ほど、経済部長から登録者数も年々伸

びてきているというお話しがありましたけ

れども、一方、やはり宅配という面では、

大型スーパーもやっておりますし、最近で

すとコンビニエンスストアも始めたという

話も聞いておりますので、そういった意味

で、大変御苦労されているのだろうという

思いはあります。

そのような中で、やはりこの宅配サービ

スは、今岡本議員からお話ありましたよう
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に、生鮮食料品を届けるだけではなくて、

香典を届けてくれだとか、つくり物をつく

ったので娘さんのところに届けてほしいと

いうような、いろいろなサービスもしてい

るということで、やはり私としては、名実

ともに宅配サービスをしっかりとこの地に

根づくようにやっていただきたいというの

が、今の思いでございます。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 先ほど私も大型

スーパーとかもやっていますということを

お話ししたのですけれども、やはり何千円

以上とか１週間後に届くとか、８０歳ぐら

いの人が取り組んだとき、これはどうなの

かなというように、自分で実際体験いたし

まして、宅配事業は電話１本で持って来て

くれる、しかも顔なじみの人ということ

で、非常に価値のあることだと思っていま

す。

それで、先ほどの話に少し戻ってしまい

ますが、行政もある程度の理解をいただい

て、みどりの村で売ってみたらどうかな

ど、いろいろなことを考えてくれたりして

いるようなのですけれども、何せ利益が出

ないということで、お年寄りですから、１

回にたくさん買うわけでもない。だから買

い物難民や何かになっているのだと思うの

です。少ししか買わない人にどうするか。

そういうところにきめ細かくサービスして

いくと、非常に売り上げは大きくない。ス

ーパーに行ってもわかります。お年寄りは

かごに少ししか入っていないけれども、子

育て世代の人は山盛りに入っているという

ことで、それだけ消費する世代と消費しな

くなった世代――でも、その地域で生きて

いくためにはどう支えるかということで、

今の町長の答弁では、うまくやっていただ

きたいというお話でしたけれども、だから

行政としてこういう協力をすると、そうい

うところまで踏み込んでいただければよか

ったのですけれども、もう一度お願いいた

します。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 一般の大手のスー

パーがやっているところと違うのは、便利

そしてサービスというところだと思います

ので、そういったところで勝負をしていか

ないと、大手さんもいろいろなケースを考

えておられるだろうと思いますので、今ま

さに、コンビニエンスストアも参入してき

たということになると、ますます激戦化が

予想されます。我々としては、お金の話は

第１回目に答弁させていただいたようなこ

とでありますので、行政としてどういう知

恵を出したり、工夫をしたりするかという

ところがポイントだと思いますので、これ

はもう会議所と一緒になって知恵を出さな

ければいけないと思います。そうしたとこ

ろでしっかりとした力を発揮していきたい

と、そのように思っております。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 例えば、大手が

参入してきてすごく便利になったり、それ

からコンビニが参入してきて、例えば一品

でも無料で届けてくれるようにななったり

すれば、これは本当に要らないのかなと思

います。ただ、現実そうではないです。幾

ら以上とか、そういういろいろな決まり事

があって、その中で宅配事業が価値あると

いうか、ひとり暮らしの人や、免許を持た

なくなった人たちに対して、これからどう

やっていくかということだと思うのです。

だから、たくさんそういうことをやってい

る人がいるという中では、そういうところ

では価値はないのでしょうけれども、やっ

ていないところでは、この宅配便利サービ

スがやっていることに対して価値があった

り、そこにニーズがあったりするというこ

とだと思うのです。

それで、先ほど１０年やっているという

視察地の話をしましたが、あれからもう何

年か経ちましたので１５年やっている、継
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続しているのは、やはりある程度お金の問

題なのです。赤字になれば継続できません

ので、これはもう最後にしたいと思います

けれども、行政も一緒になって知恵をとい

うところでは、みどりの村で物を販売した

とか、私はこういうところにも行きました

が、やはり本来の姿ではないなというよう

に思うのです。やはり、登録者数がふえて

ニーズが高まれば、もっともっと本来の、

本当に便利にならなければ、どこかへ行っ

て長いこと待っているというのでは、その

中でニーズにこたえられない空間ができま

すので、宅配便利サービスは収入を得るた

めにいろいろなことを今はやっています

が、やはり本来の姿、本当に弱者を助ける

ということでは、もっとお金を出して支援

すべきだし、本来の形に変えていかなけれ

ばならないと、私は持論を持っていますけ

れども、その辺のところは町長なり、部長

が答えられるかわかりませんが、現状どの

ぐらい本当の実態の把握がされているのか

と思っていますので、お答えいただきたい

と思います。

○議長（大原 昇君） 経済部長。

○経済部長（矢萩 浩君） 実態の把握と

いうことでございますけれども、この件に

限らず、商工会議所等と情報交換・意見交

換を定期的にやっておりますので、その中

でもやはり宅配便利サービスの話とかも出

ます。そういった中で、先ほどの訪問販売

の話にもつながったという経過もあり、あ

とは、やはり宅配便利サービス合同会社側

でも、手数料をかなり値上げしたりだと

か、例えば事務局を統合するだとか、そう

いった自立に向けて努力はいただいている

部分もあります。さらには、本当に粘り強

くお客さんをつかむということ、これが第

一だということは共通認識でいますので、

それを進めていきたいと思っております。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） やっていないとこ

ろの細やかなサービスをしているというよ

うなことで、それはもう皆さん認識してい

ると思いますけれども、ただ、やはりＰＲ

も不足しているのだろうと思います。やっ

ている方、登録者数がまだ４００名、そし

て大型スーパーでいうと８００名を超える

利用者があるというようなことで、まだ半

分程度だということであります。多分まだ

まだ知らない方が多いのではないかと思っ

ておりますので、ＰＲも含めて、我々とし

て工夫と知恵を出せるような場面では、し

っかりと出していきたいと思っています

し、また、私がこうやって話しをしている

のは、大型スーパーやコンビニエンススト

アがやることに、決して私どもが敵対して

いるということではなくて、例えば三つ

が、お互いそれぞれの役割の機能分担をし

てやれれば一番いいわけなので、お金以外

の部分でも、そういったところをしっかり

とＰＲを含めて支援をしてまいりたいと、

そのように思っているところでございま

す。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 行政の協力とい

うことでは、広報に書いていただいたりな

どして、協力はしていただいています。そ

ういうのはわかりますが、やはり先ほど言

いましたように、赤字のところはそんなに

続かないということで、総合計画に載って

いるように、長期的に美幌の単身者世帯、

今どんどんふえていますけれども、免許を

返納する方もふえています。その登録者数

４００何名ということなのですが、今７５

歳ぐらいの方は、「今は使っていないけれ

ども、あれは便利だと思う」、「今はまだ

自分で車を運転しているから行っているけ

れども」という話はよく聞くのです。そう

いう状況を見たときに、あれはいいことだ

と思うという話は聞きますけれども、宅配

事業者自体の取り組みももちろんなのです

が、今後の登録者を視野に入れて、そこの

ところにやはりお金で支援するということ
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も非常に大切ではないかなと思います。こ

のことについては、最後にお金という面

で、町長に考えを伺いたいと思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 行政でできること

はしっかりやっていきたいという思いを、

まずお伝えをしておきたいと思いますし、

また、これは参加店舗がスマッピーの加盟

店、そして連合商店街の５５店舗が加盟し

ているわけです。そういうところが一体と

なってＰＲしていく、あるいは努力してい

くことで、まだまだ発展していくという

か、登録者数をふやせる余地があるのでは

ないかと私は思っていますので、お金お金

というようなことではなくて、そういった

努力も我々としては支えていきたいし、し

っかりとした工夫も知恵も出していきたい

というのが、私がお答えできる最善のこと

ではないかと、そのように思っておりま

す。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） やめるやめると

言って、少し長引いていますけれども、ス

マッピーももちろん、そういうことをやっ

ていますし、チラシにも出しています。お

金の支援をしてそれで成り立っているとい

うのも、町長には認識していただきたいな

と思います。

次に、振興補助金にいきます。

商工振興補助金を受けながら、６月末に

ゆうゆう商店街のイベントを皮切りに、北

１丁目商店街、仲町中央商店街、生き活き

商店街とイベントを行っていますけれど

も、町長も大変お忙しい体だとは思います

が、そのイベントというものが町長にはど

う写っているのか、どれだけ出かけて行っ

ているかわかりませんけれども、印象とか

商店街のイベントに対して、町長の考えが

あればお聞かせください。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 美幌の各商店街の

イベントはかなり大きくやられているなと

いう思いをしております。ただ、年に１回

だけというようなことで、そのことだけで

いいのかどうかという判断もあると思いま

すが、１回目の御質問の中であったよう

に、行政サイドには、ただ単にビールパー

ティーをやっているだけと捉えられている

のではないかと考えておられるということ

でありました。決してそういうことではな

くて、やはり一定の効果があって成り立っ

ているというようなことだろうと思います

が、ただ、私どもは年に１回やることが、

果たしていいのかどうか、そして各商店街

がバラバラでやることがいいのかどうかと

いうことも含めて、御検討いただく期間を

しっかり示して、その中で来年以降どうす

るかというようなことを今模索していると

ころでありますので、ただビールパーティ

ーをやっているだけという話も、私の耳に

は入ってきていますけれども、それに対し

て特にコメントを私はしておりませんし、

そういうことではないと思っております。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） やはり町長の耳

には、ビールパーティーをやっているだけ

という声は入っているのですね。美幌は本

当にビールパーティーの多い町だと思いま

す。そのビールパーティーは、スポーツ団

体だったり学校だったり、文化団体とか、

いろいろなところがビールパーティーをや

って、地域と交流したり、それから資金集

めというか、赤字でなくやっていると思う

のです。私たちは、先ほど町長が年１回で

なくとか、それからみんなで一緒にという

ように、バラバラでやることに対しても、

いつもそういうようなことは言われたりす

るのですけれども、細長いこの美幌の町

で、では１カ所でやれるかと言えば、もち

ろん１カ所で取り組むときもありますけれ

ども、私はやはり、商店街なりの地域との

つき合いとか、そういうことも大切で、今
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に至っているのではないかなと思います。

新町のほうが上に来てやることにもなら

ないし、本当に来ている方を見ても、下駄

履きで来ている方もいますので、やってい

る私たち側とすれば、その地域の交流、も

ちろん今は商店も本当に激減していますの

で、手伝う方も本当に少なくなっていま

す。そのような中で、私たちは、先ほど言

ったビールパーティーと違うのは、やはり

自分たちもある程度投資しているわけで

す。例えば３００何十万円使って、例えば

８０万円の純利益があるとか、やらないほ

うが本当はいいのでしょうけれども、そう

いういうイベントなのです。赤字でやって

いるというか、補助金ももらいながらです

が、その中で広告費とかいろいろなところ

に補助金を使いながらやっているわけなの

です。それで、自分たちも持ち出しながら

やっているというのが現実です。それは、

日頃のお客様への感謝であったり、地域と

の交流だと思うのです。

私は、新町から旭通りまで商店がこれだ

け少なくなった中、それでもこうやって４

カ所でよくやれているなというように、自

分もやりながら感じているところです。そ

れは、そういう冷静な目で見たときに、や

はり商業者だけではなくて、工業者という

のでしょうか、事務所を持っている人、例

えば生命保険会社だったり銀行さんだった

り、普通の事務所だったり、それからもち

ろん学生アルバイトを使わないともうやっ

ていけない状態でないので、毎年同じ学生

を使ったりとか、そういう交流というので

しょうか、何とかそういう方々に手伝って

いただきながらやっている。それで、ここ

数年、美幌にも若い経営者が出てきていま

す。その若い経営者も最初は余り手伝わな

かったのだけれども、一生懸命やっている

からだんだん手伝うようになって、反省会

にも来て、もちろんそうしたら交流が生ま

れて、今はそのイベントを通して次世代の

人たちも、昔から見たら少ないですが、非

常に次世代の人が私は育っているのではな

いかというように思っています。それを感

じるのは本当にここ２、３年です。ふだん

交流がないように見えても、イベントのと

きは若い人たちに、本当に一生懸命やって

いただいています。そういうことで、もち

ろん高齢者も、本当に８０歳近い商店の方

なども一緒にやっていますし、町長のお姉

さんにも一生懸命手伝っていただいて、夜

遅くまで本当に頭が下がる思いをしていま

す。そういうイベントがあって、地域との

つながりがあったり、商業者同士のつなが

りがあるというように、私は育っていって

いると思っているのです。

今回、中心市街地の活性化も、町長はス

ピード感を持ってというようにおっしゃっ

ていますけれど、やはり商業者同士がつな

がったり、若い人たちがうまく入ってこな

ければだめだと思っています。そのような

中では、イベントにみんなで同じ目標で動

くということは、非常に価値があると思っ

ています。この辺が、やはり普通のビール

パーティーとは違うのではないかというよ

うに思っていますけれども、商業者が集ま

ったときに今回でこの補助金が終わりだと

いう話しで、少し暗い感じになったりして

いるのです。その辺、もちろんイベントで

売り上げが上がるというものがあればいい

のですけれども、なかなかそういう決定打

は今の時代ありませんから、地道にそうや

ってみんなで力を合わせてやっているわけ

なので、この辺で町長に、ぜひこういうよ

うにして一生懸命取り組んでいるというこ

とを御理解いただきたいと思うのですが、

町長、いかがお考えでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 私が先ほど言った

のは、ビールパーティーを単にやっている

だけという捉まえ方をしていないかという

ことなので、ただ私の耳にもそういう声を

届けていただいているということで、私は

決してそういったことではないとは思って
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おります。

それで、次世代の方が育っていくという

のは、これはもう基本的にはすばらしいこ

とだと私は思っています。そして、それ

が、こういうイベントを通じて、より強固

なきずなにつながっていって、商店街全体

の活性化につながっていけば、これにこし

たことはないわけであります。

ただ、岡本議員、私は各商店街に今まで

補助金を、例えば５０万円だ、６０万円だ

というのを、それぞれの商店街に交付させ

ていただいておりますけれども、これはも

う何年か前から私は言っているのですが、

これを例えばスマッピーに変えるだとか、

あるいは一つにして、連合的に商店街の中

で使えるようにしたらどうだというような

ことで、私は決して廃止するとは言ってお

りませんので。今まで例えば、この四つの

商店街全体で２００万円だとすると、これ

を５０万円にするとか、ゼロにするという

話ではなくて、２００万円は２００万円と

して、もう少し使い道を含めて、大きなく

くりの中で御検討いただけないかというお

話をさせていただいているのが事実だと思

いますので、そういったことで、決して後

ろ向きに考えているわけでもありません

し、むしろ前向きに考えているつもりでお

りますので、よろしくお願いをいたしたい

と思います。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 個々ではなく

て、みんなで同時になどという話も、私は

少し聞いてはおりますけれども、そうなる

とイベントがどうなるのかなと、自分では

そういう考えもあります。先ほどの文化団

体とかスポーツ団体がするような、ビール

パーティーもそうなのですが、やはりこれ

はまちづくりをしていただいているのだと

思っています。やはり、そういうことがあ

るからわざわざ出かけてくるし、そこで事

業費を稼いだりして、それぞれがやってい

るわけです。商店街はそれとは少し違いま

すけれども、まちづくりアンケートの中

で、美幌はイベントが少ないというのがあ

りましたが、私は非常に盛んなまちだと思

っています。自分たちも、本当に少なくな

った人数で、アルバイトを使いながら一生

懸命やっている。子供のイベントからいろ

いろな年代層、幅広く参加していただける

ようなイベントまでやっているわけですか

ら、そういう実態を、町長も忙しいと思い

ますけれども、本当に出かけていただき、

見ていただきたいということをお願いし

て、質問を終わらせていただきます。

○議長（大原 昇君） これで、８番岡本

美代子さんの一般質問を終わります。

暫時休憩します。

再開は１３時３０分といたします。

午前１１時５６分 休憩

―――――――――――――――――――

午後 １時３０分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き

会議を開きます。

通告順により発言を許します。

５番稲垣淳一さん。

○５番（稲垣淳一君） 〔登壇〕 それで

は２項目５点について、御質問させていた

だきます。

まず、庁舎改築についてであります。

現庁舎の耐震化策についてお尋ねいたし

ます。

現在の庁舎は、昭和３５年に建設され本

年で築５６年が経過しています。その間、

各種の修理・修繕を繰り返し、今に至って

いるところであります。５０年と言われる

耐用年数もとうに過ぎました。毎日大勢の

町民の利用は言うに及ばず、仕事に従事す

る職員の環境、また膨大な書類やデータを

守っていくためには、かなり脆弱な施設と

なっていることは否めません。

現在の耐震化策はどのようになっている

のでしょうか。

二つ目、庁舎改築等庁内検討委員会の視
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察結果についてお尋ねします。

第６期総合計画にも、庁舎の改築につい

ては、将来の建設に備えて新庁舎の事業手

法等の検討・研究を行うとあります。

そこで、本年６月に庁舎改築等庁内検討

委員会による先進地視察が行われ、視察先

として幕別町・芽室町を選定したと聞き及

んでいますが、両町の選定理由とその成果

はどういうものであったのか、お示しくだ

さい。

三つ目、新庁舎の考え方について。

今後、庁舎の改築を検討していく中で、

さまざまな要素が新庁舎には求められると

ころでありますが、その概要はどういうも

のが考えられるのか。また、建設予定地及

びその財源はどうなるのか、お示しくださ

い。

２番の一つ目、観光行政について。

美幌町観光振興革新戦略ビジョンについ

てであります。

美幌町観光振興革新戦略ビジョンが、本

年８月に策定されました。今後１０年間に

おける美幌町の観光振興を町全体で進める

ことを趣旨としています。

観光入り込み客数の安定維持や拡大を図

るために、観光物産協会・商工会議所・行

政・各関連団体及び企業等がより一体とな

って具体的な活動ができるように、また、

限られた時間や資源を最大限に活用し、よ

り効果的で効率的な事業を実践していくた

めの道筋と目指すべき姿を明確にし、取り

組んでいくための指針と位置づけられてい

ます。

その中で我が町の観光の課題として、

１、観光振興の中心となる人材不足、２、

観光形態、３、希薄な観光イメージ、４、

未発見の観光資源、５、情報発信、６、観

光施設、７、イベント、８、特産品・料理

が挙げられていました。驚いたのは、平成

２０年に策定された美幌町観光振興計画の

内容とほぼ変わっていないということであ

ります。大きく変わったことは、宿泊施設

が平成１８年４月１日にあった１４カ所、

収容人員５８０名から平成２８年４月１日

現在は８施設、収容人員３５７名となった

ことであります。

観光産業は御存じのとおり、裾野の広い

産業であります。農業しかり、商工業しか

り、建設業しかりであります。町民全体の

力と交流人口を広げ、この先発展していく

ためには、観光産業をもう一度見直すべき

と思います。

ここでお尋ねいたします。この１０年間

において、課題が改善されなかった大きな

要因はどこにあるとお考えでしょうか。ま

た、観光振興の基本コンセプトとして、

「ホッ」とする町！！～きっと行きたくな

る癒しのまち“びほろ”～とは、どのよう

なものなのか。町長のお考えをお示しくだ

さい。

二つ目であります。

クラウドファンディングを活用した産業

振興策についてお尋ねいたします。

びほろブランド認証制度創設に向けた推

進協議会の設立総会が、１１月２６日に開

かれました。美幌町内の優れた商品を認証

し、美幌の知名度向上と販売促進を図り、

地域の産業振興を目指す取り組みというこ

とであります。これまでにも多くの農林加

工畜産物や加工品、調理品が特産品として

幾つか生み出されてきました。しかしなが

ら、全国に認知されるまでには至っていな

いのが実情であります。

そこで、これらの商品の中からコンセプ

トや独自性、市場性などの面で特に優れた

商品を美幌ブランドと認証し、認証マーク

の表示やホームページへの掲載などを通じ

て情報を発信するとのことです。

では、今注目されている産品は一体何が

あるのでしょうか。冬季限定出荷のアスパ

ラ「冬姫」であります。町内では２０１３

年から国産のアスパラが市場に流通しない

１１月以降に出荷することにより、消費者

ニーズが高まっていると耳にします。１キ
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ログラム当たり８００円から１,０００円の

夏場の露地物に対し、冬姫は３,０００円か

ら４,０００円の高値で取引されており、冬

でも好天に恵まれる美幌町ならではの作物

と言えるでしょう。現在、町内の農家７戸

と美幌みらい農業センターが、合わせて約

２トンを出荷すると聞いていますが、この

量では札幌の大手百貨店など、限られた場

所にしか出回っていません。そこで、さら

なる生産拡大に取り組む作物の一つと考え

ます。

生産者にとっても農閑期の貴重な収入源

になり得ますが、いかんせんハウス設置な

どの初期投資がかさみます。厳しい財源状

況の中で、いかに支援をしていくのか。そ

こで、クラウドファンディングの活用を検

討してみてはいかがでしょうか。

クリエーターや起業家が、製品・サービ

スを開発、もしくはアイデアの実現など

の、ある目的のために、インターネットを

通じて不特定多数の人から出資や協力を募

る手法で、世界的に注目されています。支

援者にとっても、今後成長していく可能性

のある製品やサービスに、少額から気軽に

寄附や出資ができ、支援額に応じたリター

ンを得られるメリットがあります。

クラウドファンディングの活用で、冬姫

のブランド化に拍車をかけ、美幌の観光産

業の一翼を担う産品に押し上げたいと考え

ますが、町長の考えをお示しください。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 稲垣議

員の質問にお答えを申し上げます。

初めに、庁舎改築について。

現庁舎の耐震化策についてであります

が、現在の役場庁舎は昭和３５年９月に竣

工し、本年で５６年が経過しております。

この間、経済部・農業委員会の分庁舎・別

館への移転、庁舎陸屋根を片流れ屋根に改

修、さらには窓サッシの二重化など、その

時々に即した改修工事を行ってきたところ

であります。

これまで、庁舎を含めた公共施設の耐震

診断・耐震化につきましては、基本的には

町民が使用するうえで安全性を第一優先で

考え、避難所や老朽化のため安全面に問題

がある施設、維持管理上支障が生じた施設

を優先的に対応してきたところでありま

す。

庁舎の耐震化策につきましては、現庁舎

の改修か建てかえの二つの手法が考えられ

ますが、今後の方向性を本格的に協議して

いく上でも、耐震診断の早期実施が必要な

ことから、平成２９年度には耐震診断を実

施してまいりたいと考えておりますので、

御理解をお願いいたします。

次に、庁舎改築等庁内検討委員会の視察

結果につきましては、将来の庁舎改築に関

して、必要な事項に関する調査研究を行う

ため、本年、庁舎改築等庁内検討委員会を

設置したところであります。

今回の先進地視察は、庁舎建物内を見る

ばかりではなく、庁舎建設に対する事業ス

ケジュールやこれまでの検討手法の内容を

学ぶことを主たる目的として実施したこと

から、本年度庁舎が完成した幕別町と、現

在、庁舎建設に向けた検討を進めている芽

室町を選定したところであります。両町

は、過去に大きな地震による災害を受けて

おり、実際に見える形で庁舎内外に破損を

生じたことを契機として、庁舎改築の本格

的な論議が始まったものであり、耐震診断

を行った上で、現庁舎の改修か建てかえの

検討を行っております。

今回の視察を通して、防災拠点施設の整

備や庁舎の分散化解消を図るためにも、庁

舎改築の検討の必要性を改めて認識できた

ことが成果であったと考えているところで

あります。

次に、新庁舎の考え方についてでありま

すが、庁舎の機能としては、災害発生時に

は何より災害対策拠点施設としての役割を

果たすものであり、住民の皆様のよりどこ

ろとなるべき施設であることから、最も重
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要と考えているところであります。

新庁舎建設となった場合、現施設用地を

基本としながら、庁舎として必要な機能や

複合施設の可否など、さまざまな角度から

検討が必要であり、また財源につきまして

は、庁舎改築に向けての基金を創設するな

ど、一定程度の基金を準備する必要がある

と考えているところであります。

いずれにいたしましても、今後庁舎改築

を本格的に論議していく中で、改築の手

法・規模・機能などを精査しながら検討し

てまいりたいと考えておりますので、御理

解をお願いいたしたいと思います。

次に、観光行政について。

美幌町観光振興革新戦略ビジョンについ

てでありますが、平成２０年度に策定の美

幌町観光振興計画が、平成２７年度をもっ

て期間満了を迎えるため、その更新版とし

て本年８月に策定いたしました。策定に当

たっては、町内の関係団体からの推薦と公

募による策定会議委員１７名によって全１

１回の会議を開催した中で進めてきたとこ

ろであります。

御質問の、この１０年間において課題が

改善されなかった大きな要因としては、時

代の変化により求められる観光ニーズが多

様化し大きく変わってきたこと、計画の効

果検証といった進行管理が十分でなかった

ことが挙げられますが、これまでも計画に

掲げた課題解決のための施策を随時推進し

てきたものの、課題が大き過ぎるため、全

てを解決するには至らなかったのが実態で

あります。

これらを踏まえ、今後、課題解決を実現

していくため、新たな計画の名称を美幌町

観光振興革新戦略ビジョンと改名し、戦略

的に取り組んでいくための指針としたもの

であります。戦略ビジョンで掲げた施策を

着実に実現するため、実施主体である観光

物産協会、商工会議所と定期的に協議及び

進行管理をしながら推進をしているところ

であります。

また、観光振興の基本コンセプト「ホ

ッ」とする町！！～きっと行きたくなる癒

しのまち“びほろ”～については、第６期

美幌町総合計画の将来像である「人がつな

がる 未来へつなげる ここにしかないま

ち 美幌」の基本理念のもと、１０年後の

観光振興がこうあるべきだという基本目標

として策定委員から意見をいただいた中で

定めたものであり、今後の観光振興におい

て、見る場所や食べる場所などの未利用施

設を含めた既存資源を最大限生かすことに

より、ほっと一息できる場所を創出し、多

くの方が行きたくなるまちとなり、来訪者

に癒しを提供したいとの思いが盛り込まれ

ております。

近年、美幌峠が景観の美しさから脚光を

浴びておりますが、美幌町の最大の観光資

源は美幌峠であると自信を持っておりま

す。美幌峠を観光拠点として、いかに美幌

町内に人を呼び込んで来るかが課題であ

り、マニフェストに掲げる観光資源の点か

ら線、面への展開推進を達成するために、

まずは観光拠点のさらなる魅力アップと情

報発信をしていく必要があると考えており

ます。

美幌峠の魅力を発信するため、平成２６

年度から美幌峠魅力発信実行委員会による

美幌峠での星空パーティーを初め、朝焼け

フェスティバルなどの数々のイベントを開

催しているほか、このたび環境省では、国

立公園の外国人観光客の利用者を２０２０

年までに現在の２倍以上の１,０００万人を

目指す国立公園満喫プロジェクトが進めら

れ、全国８カ所の中に阿寒国立公園が選定

されたところであり、今後美幌峠の環境整

備が大きく進むことが期待されているとこ

ろであります。

この機会を大きなチャンスと捉え、町と

しても美幌峠を中心とした事業の展開を図

り、関係団体及び近隣自治体とも連携を図

りながら、観光振興を推進してまいりたい

と考えております。
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次に、クラウドファンディングを活用し

た産業振興策についてであります。

美幌町における特産品開発については、

観光物産協会・商工会議所・ＪＡ・その他

企業において、それぞれ農産加工品を初め

とした幾つかの商品を生み出しているとこ

ろであります。地域のイメージを高め、地

域の経済にも影響を及ぼす地域ブランドへ

の期待は本町でも高まっており、品質の高

い農畜産物、高い日照率や良質で豊かな水

資源など、地域の資源や特性を生かした特

産品を開発し、地域特産品の付加価値の向

上と地域経済の活性化を通じて、本町全体

のイメージアップにつなげていく必要があ

ると認識しているところであります。

このような状況の中、このたび商工会議

所が発起人となり、びほろブランド推進協

議会を立ち上げたところであり、本町とし

てもこの協議会に参画し、今後美幌町が一

体となり、美幌産のすぐれた商品をブラン

ド化し、びほろブランド認証制度の創設に

向けた協議を行っていきたいと考えている

ところであります。

御質問の、美幌産伏せ込みアスパラガス

冬姫でありますが、平成２４年度に国内産

アスパラガスの端境期である１１月中旬か

らの出荷を目指して、４戸の農家とみらい

農業センターで試験栽培したのが始まり

で、平成２５年度から本格的に栽培をして

おります。町としても、多くの方々に知っ

てもらいたいとの考えから、平成２６年度

には、全国公募による名前の募集を行い

「冬姫」と命名し、１０月２４日付けで商

品登録をしております。

今年度の伏せ込みアスパラガスの栽培状

況でありますが、７戸の農家と美幌高校、

みらい農業センターで栽培し、生産目標を

２,０００キログラムとしています。主な出

荷先は、札幌市と北見市の市場で、ホクレ

ンショップ・三越・東光ストア・千歳空

港・道東のエーコープ等で主に販売されて

おり、今年度からは、少しでも多くの方々

に知っていただけるよう、ＪＡびほろのホ

ームページからも購入できるようにしてお

りますが、生産量が少ないことから、全国

的には出回っていない状況にあります。

栽培規模拡大については、根株養成圃の

生産者と伏せ込みアスパラガス生産者の確

保を同時に進めていかなければなりません

が、本町のような大規模畑作地帯では、新

規園芸作物が広がることは全道にも難しい

状況でありますが、本格的な栽培から４年

で生産者・生産量が２倍近くまで伸びてお

ります。

今後もＪＡびほろと連携し、根株養成圃

の生産者及び伏せ込みアスパラガス生産者

の作付推進を図っていきます。

クラウドファンディングの活用で冬姫の

ブランド化についてですが、近年多くの自

治体において、ふるさと納税とクラウドフ

ァンディングを融合させ、地方自治体の発

展を図るガバメントクラウドファンディン

グを活用し、被災地への支援など目的を前

面に出して募集する資金調達がふえてきて

おります。

伏せ込みアスパラガス冬姫については、

根株養成圃の生産者と伏せ込みアスパラガ

ス生産者の確保が課題となっており、現在

の状況では、ガバメントクラウドファンデ

ィングの活用は難しいと考えております

が、資金調達方法としては先進的な取り組

みであると思いますので、ふるさと納税と

の関係などを整理しながら、今後特産品の

開発支援に限らず、広い分野で事業の可能

性についても検討してまいりたいと考えて

おります。

以上、答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） それではまず、庁

舎改築について再質問をさせていただきま

す。

耐震化策について、いろいろ御説明をい
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ただきましたけれども、こういう公共施設

は安全第一、町民の生命・財産を守るとい

うことで、昨日もお話がございましたけれ

ども、残念ながらこういう認識があるにも

かかわらずといいますか、５０有余年、問

題があるという認識をある程度持ちなが

ら、維持管理上支障が生じた施設を優先的

に対応してきたということでございます。

今回の答弁にもございましたが、改め

て、大きくどの部分がそういう対策として

とられてきたのか。そして、耐震化診断を

早期実現する、２９年度とありますが、２

９年度のいつごろ、幾らぐらいの予算で、

結果はすぐ出るものなのでしょうか、質問

させていただきます。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） まず、耐震化

の関係でございます。

先ほど稲垣議員がおっしゃったとおり、

公共施設、特に特定公共建築物、不特定の

方が利用される公共施設についてでござい

ますけれども、新耐震基準に適合していな

い施設が美幌町内で８施設ございました。

そのうち耐震の診断実施済みが７施設とい

うことになっております。

診断の未実施は庁舎のみとなっていると

ころでございます。庁舎については、平成

２９年度耐震の診断をしたいということ

で、診断費用については約１,０００万円ぐ

らいを予定しているところでございます。

３分の１については、社会資本整備交付金

の補助はございますので、これらを活用し

ながら耐震の診断を進めていきたいと思っ

ております。恐らく、診断については相当

数の期間がかかろうかと思っていますの

で、診断は最終的には２９年度要するので

はないかと考えているところでございま

す。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） １年くらいはかか

るだろうという判断で、一番最後に本丸が

残ったというところでありますが、ある意

味、先ほども質問いたしましたけれども、

そういう大事な施設にもかかわらず、一番

最後になってしまったと。これはとりもな

おさず、何が大きな要因だったのでしょう

か、お尋ねいたします。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 先ほども、町

長の１回目の答弁の中で答弁させていただ

いておりますけれども、多くの町民が利用

する施設あるいは避難所や学校等も優先を

してやってきたというところでございま

す。多くの施設については、耐震の診断も

実施をして、耐震改修も図ってきたところ

でございますが、庁舎が一番最後になった

というのは、恐らくこれらを優先した結

果、庁舎が残ってしまったということが現

実的なものではないかと考えております。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） そうであれば、な

おさらこれからの庁舎改築に向けて話が加

速していくのかなと思います。

どうしても庁舎改築となると「そんな施

設はまだまだ早いのではないかな」とか、

「まだ我慢すれば使えるのではないか」と

か、美幌に限らず近隣町村でもいろいろ

と、その手の類いの話しが出るのでありま

すが、やはり、これだけ今、避難所だとか

防災だとかの面を考えますと、美幌の役場

庁舎の存在というものが大きくクローズア

ップされてくるところだろうと思います。

今現在、避難勧告等々が出た場合、しゃ

きっとプラザほか、近隣の中学校だとか高

校だとかを使っている状況ですが、なかな

か満足な施設とは言えない部分も中にはあ

るやに聞いておりますので、そういうこと

も考えると、この庁舎改築というものも、

いろいろな意味を含んで必要になってくる

と強く思って、今回の質問をさせていただ

いた部分があります。

そこで、視察結果について改めてお尋ね
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いたします。

この庁舎検討委員会の構成メンバーは、

どのような方々でしたでしょうか。

そしてまた、そういう問題がありなが

ら、こういう庁舎検討委員会が過去にはな

かったのかということが一つ。ということ

で、２点ほどお尋ねいたします。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 庁舎改築の庁

内検討委員会につきましては、私を委員長

としながら１９名の委員で構成をさせてい

ただいているところでございます。メンバ

ーにつきましては、関係するほとんどの部

署にまたがった委員で構成をしているとこ

ろでございます。必要であれば、名簿につ

いては後ほど配布をさせていただきたいと

思いますけれども、この検討委員会につい

ては、本年の４月２５日に設置をさせてい

ただいたところでございます。この中で、

庁舎改築についてどのような進め方をすべ

きなのか等々含めて、一定の方向性を出す

という形で検討委員会を設置させていただ

きました。そういった意味で、間違いのな

い進め方をするために、いろいろなところ

の視察で話を聞いてきたというところでご

ざいます。

○議長（大原 昇君） もう一つはいいの

ですか。

５番稲垣淳一さん。

○５番（稲垣淳一君） 過去にどうだった

かということですか。

それは、時間がないので取り下げます。

それでは、町長にお尋ねいたしますが、

ある意味、拙速と思われるかもしれません

が、やはり大事なことなので改めて町長に

新庁舎の考え方ということで、二、三お尋

ねいたします。

災害対策拠点施設となるべく庁舎改築を

今後考えるとありますけれども、その全体

の規模と、例えば費用だとか、その辺のお

考えがありましたらお聞かせください。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 先ほど総務部長か

ら答弁させていただきましたように、平成

２８年４月に庁内の検討委員会を立ち上げ

たばかりでありますので、まずは立ち上げ

て検討して、まだ取っかかりの段階なの

で、具体的にどういうものを合築すると

か、どういうものを取り組むだとか、規模

はどれぐらいだというのは、今お示しでき

ませんけれども、いずれにいたしまして

も、こういう歩みを続けて、重ねていって

改築に向けていきたいと、そのように思っ

ていますので、まだ今の段階では、機能で

あるとか災害拠点としてどういう機能を持

つだとかについては、これから十分検討し

てまいりたいと。また、機会を見て、町民

の皆さんの声も拝借しながら、進めてまい

りたいと、そのように思っております。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） その言葉もよくわ

かるのですが、我々としては、町長から、

今回の予算編成についても、夢を持って取

り組むという指示も出ているぐらいなもの

ですから、やはり町長の頭の中では何かし

らのいろいろな構想はきっとでき上がって

いるのだろうと、そういう思いで今回質問

をさせていただいた流れがあります。

やはり、先ほど来いろいろな方が質問の

中で、財源が一番問題になるという部分が

あるのですが、基金を創設するとあります

けれども、基金に関してはどのようなお考

えがあるのでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 現時点で、ぼやっ

とした形でもということであれば、お示し

できないことはないと思いますけれども、

余りにもぼやっとし過ぎて、全体像が見え

ないというようなこともあると思います

が、いずれにしろ、これは資金が多額にか

かるわけでありますから、土地はやはりこ

のエリアの中で始末をつけなければ、新た

にどこかに場所を移して土地を求めてとい
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うことはなかなか難しいことだろうという

思いをしているところであります。

あと、今経済部が入っている別館である

とか、そういうところをやはり一つにまと

める必要があるだろうと思っております。

ただ、図書館をどうするだとか、その辺に

ついてはまだこれからの話でありますし、

あと、延べ床面積についても、今検討委員

会で視察に行った中では、いろいろな機能

によって全然面積も違ってきますし、これ

についてもなかなか具体的なお話はできま

せんけれども、ただ、全体事業費として

は、やはり二十五、六億円をめどとしなけ

ればいけないかなと。これは、ほかの町村

も見ながらですが、そうすると、基金で約

半分として１３億円の基金を造成しなけれ

ばいけないだろうという思いでおります。

財源措置を見ますと、なかなか有利な起

債がないというようなことで、非常に基金

の占める割合が高いと思いますので、しっ

かりと積み立てをして、将来に備えたい

と、そのように思っているところでござい

ます。

この事業費の２６億円というのも全く掴

みの話なので、ただ基金目標として、それ

ぐらいは持っていないとだめだろうという

ような思いでありますので、御理解を賜り

たいと、そのように思っております。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） こういう時点でご

ざいますので、そんなコンクリートした話

だとはもちろん思っておりませんが、まだ

まだアバウトとは言いながら、町長のイメ

ージをお聞かせ願えればという思いで姿勢

をたださせていただいた話しであります。

本当にもう拙速な話ということであれ

ば、その基金もめどということでは、約二

十五、六億円、それもすぐ来年度立ち上げ

るという考えでよろしいでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 基金は約１３億円

というようなことで、全体事業費は大体ほ

かの今建てかえ中、検討しているところを

見ると、二十五、六億円が、同程度の規模

の町で考えているのがそれくらいだという

ことです。これまた、いろいろな付加的

な、集合的に配置すれば、また変わってく

るかと思いますけれども、それの半分とい

うことであります。

それで、基金の造成については、早急に

やりたいと思っていますので、できれば新

年度予算の中で基金を積み立てるような、

準備ができるような基金の造成の条例改正

を、ぜひ御理解をいただいた中で進めてま

いりたいと、そのように考えております。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） それでは、３月に

そういう夢のある予算編成の話を聞けると

いうことで楽しみに願っております。

庁舎改築については、これで終わらせて

いただきます。

続きまして、観光行政についてでありま

す。

細かい話は時間がないので、はしょりま

すけれども、一番私が気になるのは、１０

年間問題が解決しなかったということは、

もちろん大変なことではあるのですが、捉

まえようによっては、まだまだ美幌町は観

光振興については伸びしろがあるぞと。ま

だまだいっぱい、皆さんと力を合わせてこ

れからもっともっと解決して、発信すると

ころがたくさんあるというようにプラスに

考えるのですが、ただ、いかんせん問題を

羅列するだけではなかなか解決にいかない

と。そこで、美幌町、また商工会議所等々

いろいろなところが発行している冊子を目

にするにつけ、共通して言えることは、美

幌町、行政そして商工会議所、観光物産協

会、この３者が主体となってきちんとした

枠組みといいますか、組織を形成してやっ

ていくべきではないかというような言葉

が、ずっと昔から目につくところでありま
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す。

そこで、この大きな問題を解決するため

には、それぞれがそれぞれの役割をもちろ

ん果たすのは大事なのですが、ここは町

長、大鉈を振るって大きな組織をつくる

と、それぞれがそれぞれのことをやるので

はなくて、もちろん、どこがイニシアチブ

をとって動くかということも大事なのです

が、それぞれ大きな役割を担ってはいるの

で、それら一つの大きな組織体として、運

用・活用できるような、そういう組織をつ

くるべきと考えますが、いかがでしょう

か。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、現実的には観

光物産協会があって、そして最近では商工

会議所があり、またブランド化を目指し、

ＪＡあるいは企業がさまざまな物をつくっ

ているというようなことであります。

それで、観光物産協会は観光物産協会の

考え方でいろいろな取り組みをしておりま

すけれども、これを一つの組織にしてとい

うようなお話でありますが、これについて

は、やはりそれぞれの組織のいろいろな機

能であるとか、あるいは考え方もあると思

います。そういったものを尊重しながら慎

重に進めていかないと、空中分解したら大

変なことになりますので、いずれにしろ最

近では１１月１日に新しい会頭が着任され

たということであります。新しい会頭も観

光分野については、今、議員がおっしゃる

ような話も盛んにされておりますので、今

後の問題として誤りのないようなことで、

しっかりとした対応をとっていきたいと、

そのように思っています。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） 町長の立場では、

やはり拙速なことはできないという考えも

わかるのですが、このままだと観光産業、

観光振興には美幌町はおくれをとってしま

うのではないかという懸念が非常にしてお

ります。新しく美幌商工会議所の会頭がか

わられて、この観光振興にも力を入れてい

くという話を、私も耳にはしておりますけ

れども、ここは、大きな組織を持って、そ

れぞれの立場を守るといいますか、尊重す

るのはわかるのですが、尊重する余りこう

いったせっかくビジョンをつくっても、総

花的といいますか、それぞれのいいとこ取

りでとりあえずつくっておけと。とりあえ

ずというと大変失礼なのですが、きっと矢

萩部長も御苦労されてつくられた戦略ビジ

ョンだったのだろうと思います。

もっともっと、それぞれの思いをきちん

と形になるように推進するためには、いろ

いろな権限もお金も集約して、どんと与え

られるような組織づくりが必要というよう

に思っております。

ということで、それをベースに少し質問

を続けさせていただきますけれども、先ほ

ど１０年来大きく課題が変わっていない、

改善されなかったというようにおっしゃっ

ていました。それは、観光ニーズが多様化

し大きく変わってしまったと分析されてお

りますが、例えば、どこがどのように観光

ニーズが変わって、変えきれなかった、う

まく波に乗れなかったとお考えでしょう

か。

○議長（大原 昇君） 経済部長。

○経済部長（矢萩 浩君） 観光ニーズが

多様化したということでありますが、まず

大きく言えるのは、旅行の形態が団体旅行

から個人旅行になったとか、観光バスでの

移動が各々がレンタカーを使うとか、これ

まで着いた空港と出る空港が同じというの

が多かったですけれども、例えば千歳空港

で降りて女満別空港から帰るだとか、そう

いった旅行者の価値観が多様化していると

いうか、それぞれで情報もあふれている中

で、いろいろなメニューを選択できるとい

うようなことが多様化している原因だった

と思っております。

また、観光形態、例えば美幌峠、美幌町
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の観光はどうしても夏季集中型になってく

るだとか、観光施設、宿泊施設がないだと

か、希薄な観光イメージ、どうしても美幌

峠に依存しているというようなものが見ら

れます。また、イベントだとかにかかわる

ボランティアスタッフが減少していると

か、先ほどのブランド化の関係もあります

けれども、特産品と言える産品とか料理と

か、そういったものがなかなかパンチのあ

るものが不足しているといったようなこと

が、やはり大きな課題であると考えており

ます。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） １０年間に大きな

課題が改善されなかったという理由につい

ては１回目の答弁でお話しさせていただき

ましたけれども、何が問題かというと、私

は気持ちだと思います。町民の皆さん含め

て、我々も――我々の一番悪いところはそ

こだと思いますけれども、やはり常に何も

ない、何もないと言って、美幌峠しかない

だとか、そういう中で立ちどまったのが多

いのではないかという思いをしておりま

す。むしろ、あれもこれもあるのではない

かという発想になり切れなかったところ

が、やはりこの美幌の観光、あるいは観光

産業が振興できなかった大きな一つの理由

でもあるのではないかという思いをしてお

ります。我々は、地域の資源だとか地域の

自然だとか観光資源を、もう少し自信を持

って有機的に結びつけるだとか、そういう

ことをしていけば、他に誇りうる資源がた

くさんあると思いますので、そうしたこと

をしっかりと、今後については立ち止まる

ことなく、後ろを振り向くことなく前をし

っかり見て取り組んでいきたいという思い

をしているところでございます。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） 町長の力強い言葉

を受けて、それをどう形にしていくかもき

っと我々の責務だろうと思います。

そこで、いろいろと考えるのですけれど

も、いろいろなことで話すと、観光産業は

先ほども裾野が広いという話しをしまし

た。裾野が広いということは、一つのもの

にとらわれて物事を見てしまうと、逆にま

た負のスパイラルといいますか、そこで立

ち止まってしまいます。先ほど町長がおっ

しゃったように、うちの町はあれもない、

これもない、何にもないということで陥っ

てしまうのですが、「いやいや、視点を変

えればまだまだ何でもあるぞ」と、ないも

のはないと私も思うところであります。

それで、この間いただいた美幌伝導大使

食育レポート、旭小学校の中では、美幌高

校の生徒が、美幌町には全てがあると、こ

こまですばらしい発信をしているところで

あります。そこで、私は思うのですけれど

も、どうしても観光振興・観光産業となる

と、あくまでも、例えば、何かお土産屋さ

んをつくって、まんじゅうをつくって、煎

餅をつくって、ということで、そこで何か

満足してしまうというようなことに陥って

しまうのですが、今回、戦略ビジョンの中

で体験をしていくと、ほっとするまち美

幌、体験型の観光をもっともっと推し進め

ていったらいいのではないかと、そういう

御提案がありました。私も、まさに目の付

けどころはここなのだろうというように思

います。

ですから、例えばスポーツ。デュアスロ

ンがもう３０回も続いていると。ことしは

雨で残念でしたけれども、私もあれは、も

っともっと興味深くといいますか、まだま

だパイを大きくすることが考えられるもの

だろうと思います。話をすると「どうして

も、あれは自転車競技だから、なかなか観

光とはなり得ない」みたいなことを言われ

ることがあるのですが、いやそれは、もし

かしたら担当している行政部局でいけばそ

ういうものの見方しかできないかもしれま

せんが、例えばそれを経済部や民生部やま

た違う立場の方があの競技を見たときに、
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どういう発想で物事を違った視点で捉える

ことができるのだろうと。そういうように

考えたいのです。

ですから今、スポーツが大変盛んで、私

も調子に乗ってことし８０キロをサイクリ

ングさせてもらいましたけれども、ふだん

運動しない人間でありますが、何とか津別

まで往復できたのです。終わった後、体の

疲労よりも心地よい爽快感が上回ったとい

う経験もありますが、毎年網走でも、数百

人、数千人というファミリーでの参加者が

雄武から斜里まで２日間かけて走る自転車

だとか、マラソン大会。今は本当にこうい

う参加者が、年々年を追ってふえている

と。そういう取り組みが近隣でも多く行わ

れております。

ぜひ美幌町も、答弁にもありましたけれ

ども、美幌峠をもっともっとというのであ

れば、美幌峠を周回するサイクリングやマ

ラソン大会やら、そういうのもファミリー

向けで構いませんので、ぜひそういうこと

も検討したらいいのかなと。それはスポー

ツだからといって、別に教育委員会がする

というわけでもなく、そういうイベントだ

から経済部だとか、そういう垣根を越えて

――そこで先ほどの話に戻るのですが、そ

こで大きな一つのまとまった組織が、イニ

シアチブをとって、金も権限も使って、そ

ういうイベントを１年間通していろいろと

かかわってやっていくと。そこで発信する

ものがあるのではないかというように常日

ごろ考えております。

ですから、美幌峠は大変すばらしい素材

でありますけれども、ただ見て帰るだけで

はなくて、そこを中心にもっともっと汗を

流す、笑顔をふやす、そういう体験型とい

うことであれば、そういう発想でも取り組

めるので、くどいですけれども、これはス

ポーツだから教育委員会がやれとか、こっ

ちがやれとか、そういうことではなくて、

全庁、全域的に取りかかることが必要なの

だろうなということを、最近常々考えてい

るところであります。ということで、その

辺の考えについてはいかがでしょうか、お

尋ねいたします。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 体験する観光とい

うことで、これの頭に付いているのは、見

るだけではなくというのが、確かついてい

たと思います。見るだけではなく体験ので

きる観光を目指すべきだということであり

ますけれども、なかなか、そして滞留・滞

在型の観光を目指すというのは、常に私ど

もの観光の目標をつくるとき、必ずこのこ

とは出てくるのですが、果たして今までそ

れができていなかったのかという思いがし

ます。

そこで、こんなことを言ったら町民の皆

さんに怒られるかもしれませんけれども、

一度、目線をもう少し実態というか、実際

の今ある姿に目を向けると、滞在型までい

くというのは相当なパワーが必要だと思い

ます。時間も必要だ、エネルギーも必要だ

というようなことだろうと思います。た

だ、目標としてどこを掲げるかというの

は、それはもう掲げないといけませんの

で、そのような中、まずは見るだけではな

くて体験をする。そして、滞在型に持って

いくというようなことを考えていかない

と、いきなり今の状態から滞在型に持って

いくというのは、なかなか力技が必要だと

いう思いをしております。そして、美幌峠

をやはり観光のメーンに据えないと、これ

はだめだと思います。

そのためにも、美幌峠をどう売り込むか

という中で、具体的にスポーツであるとか

マラソンであるとか、いろいろなお話もあ

りましたけれども、役場の組織も、１課１

部局１グループで解決できることはほとん

どありませんので、いろいろな所管の懸案

事項を他の部局でも一緒になって考えると

いうような芽生えができてきていますの

で、そういったことに私どもは期待をし、

さらに磨きをかけていかなければためだ
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と、そのように思っていますので、御理解

のほどお願いをいたしたいと思います。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） もちろん優秀な職

員が集まっていますので、今の町長の話に

は、私も口を挟む余地は全くございません

が、よりいろいろな視点で、もっともっと

町民の意見、全体の中で取り組んでいくと

いうお言葉があったものですから、またそ

ういうことをしないとなかなか解決し切れ

ないのだろうという思いがあってこういう

話をさせていただいておりますので、そこ

は御理解いただきたいと思います。

そして、スポーツの話になりますけれど

も、やはり今「きてらす」が、大変脚光を

浴びております。ですから、プラス最後に

一つ、ぜひ検討いただきたいと思うのです

が、この間も議会報告会の中で、あるお母

さんが見えられて、ボルダリング、スポー

ツクライミングというのでしょうか、壁に

いろいろな岩が張り付いているところを、

自分の手足だけで登っていくという、そう

いうのが美幌町にないのだろうかというお

話を聞いたときに、「きてらす」の入り口

に吹き抜けがありますよね。狐や鹿がいた

りした場所があったと思うのですけれど

も、せっかく吹き抜けがあるものですか

ら、ぜひあそこに「きてらす」の更なるパ

ワーアップのために、ボルダリング、スポ

ーツクライミングができるようにして、ぜ

ひあそこを、スポーツ観光を含めて、そう

いうものも前向きに御検討いただければと

いうように思っております。ボルダリン

グ、スポーツクライミングは、御存じのと

おり、２０２０年の東京オリンピックにも

競技として指定された話もございますの

で、きっとこれからブームとして脚光を浴

びる施設になるだろうという期待を込めて

お話をさせていただきました。

これについては、これで終わります。

それでは最後に、クラウドファンディン

グの話でございます。

結局この話も、ずっと今お話しをしてい

ました観光振興のための一つの施策とし

て、これを提案させていただきました。

結局、やはりいろいろと出ては消え、出

ては消えという特産品、力を後押しすれ

ば、まだまだもっともっと売り込める商品

がきっと数多くあると思うのですが、その

発信の仕方が、もしかしたら、残念だけれ

ども間違っているのか、素材はきっといい

ものを集めているわけですから、何かネジ

が少し狂っているのか、方向性が違ってい

るのかということを、常々考える訳であり

ます。

そこで、先週の土曜日でしたか、朝６時

半からイチオシモーニングでも放送されま

した「冬姫」、そしてまた今週の９日に、

ＮＨＫの番組でも取り上げられると聞いて

おります。その冬姫は、非常に希少価値の

ある、そしてまた今回は３色、紫・白・グ

リーンと３色揃ったアスパラが出てくると

いうことなのですが、私は正直まだ口には

してないのですが、町長は召し上がったこ

とはございますか。どうでしょう。冬姫、

バクバクと食べましたか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 私もありませんの

で、申しわけございません。もう少し早く

食べておけばよかったなと思っていますけ

れども、まだ食べておりません。私のほう

にもまだ手に入らない状況であります。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） これからもっとも

っとキロ単価が上がってくる前に、まだ３,

０００円という、安いかどうかわかりませ

んけれども、買いやすい値段のうちに食べ

てみたいと思いますが、やはり、そういう

地元の物であっても、なかなか口にできな

いという、これは本当にもう幻のアスパラ

ということかと思います。残念ながら、２

トン程度の出荷量ということでありますか
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ら、本当に北海道の大きなスーパーだと

か、そういうところへ行かないと食べられ

ない。これは本当に特産品として、もっと

もっと可能性があるものと認識しておりま

す。その栽培方法について、かなり労力も

要るし冬場の作業であるということで、い

ろいろ困難が伴うというのは私の認識して

いるところでございますが、機械化をもう

少し進めるだとか、もっともっと販路を広

げる、いろいろな施策をする意味で、どう

いう応援ができるのかというときに、今回

のクラウドファンディングというインター

ネットを使って投資家を募るという施策で

あります。ぜひ、できないではなくて、そ

の可能性を持って何とか一歩でも前に進み

たいという、そういう発想にならないもの

でしょうか。大変は大変かもしれませんけ

れども、「いや、それは僕らがやることで

はないよ」だとか、「それはおまえらだろ

う」とか、そういうことを言っているうち

は、くどいようですが観光ビジョンの問題

は絶対解決できないです。どうでしょう

か、町長。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 先ほども答弁させ

ていただきましたけれども、いつも何もな

い、何もできないということを言っていた

ら、多分何もできないのだろうと思いま

す。それより、失敗してもいいから前に向

かって何かをやるということが極めて重要

だというのは、議員と同じような考え方で

おります。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） この事業は別に町

にお金はかかるものではありません。あく

まで、皆さんの知恵を絞るという部分では

あれですけれども、ぜひ冬姫をきっかけ

に、このクラウドファンディングを取り組

んで、冬姫に限りませんが、いろいろな施

策に今後も使える事業手法だと私は強く認

識しておりますので、「これはうちの部で

はだめ」とか「おまえの部でやれ」とか、

実質そういうわけではなく、ぜひ早く形に

できるように、全庁的な取り組みを前向き

に取り組んでいただきたいという思いであ

りますが、これで私の質問を終わります。

以上です。

○議長（大原 昇君） これで、５番稲垣

淳一さんの一般質問を終わります。

以上で一般質問を終わります。

暫時休憩します。

再開は１４時４０分といたします。

午後 ２時２９分 休憩

―――――――――――――――――――

午後 ２時４０分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎議会運営委員長報告

○議長（大原 昇君） 先ほど、議会運営

委員会を開きましたので、委員長からその

結果について報告を求めます。

１１番橋本博之さん。

○１１番（橋本博之君） 先ほど、議会運

営委員会を開催いたしましたので、その内

容と結果について報告いたします。

町長より、追加議案として、議案第９８

号平成２８年度一般会計補正予算（第８

号）についてが提出されましたので、明

日、第３日目の日程に追加し、審議するこ

とといたしました。

議員各位並びに説明員の皆様には、御協

力のほどをお願い申し上げまして、議会運

営委員長の報告といたします。以上です。

―――――――――――――――――――

◎日程追加の議決

○議長（大原 昇君） お諮りします。

ただいま、議会運営委員会委員長から報

告のあったとおり、議案第９８号平成２８

年度美幌町一般会計補正予算（第８号）に

ついてを、第３日目の日程に追加し、議題

にしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、議案第９８号を第３日目の

日程に追加し、議題とすることに決定しま

した。

―――――――――――――――――――

◎日程第３ 報告第２０号

○議長（大原 昇君） 日程第３ 報告第

２０号総務文教厚生常任委員会事務調査結

果報告についてを議題とします。

職員に報告書の調査の結果についてのみ

朗読させます。

○議事係（寺田 好君） ３、調査の結

果。

日本は人口減少社会及び超高齢化社会の

到来を迎え、生産人口が減る一方、社会保

障費は増大し、深刻な問題となっている。

国は、まち・ひと・しごと創生法を制定

し、人口減少に歯どめをかけることを目的

とした取り組みを始めており、特に、地方

自治体には出生率や人口の増加につながる

具体的な取り組みが求められている。

本町では、今年度を初年度とする、まち

の最上位計画となる第６期美幌町総合計画

が策定され、「ひとがつながる、みらいへ

つなげる ここにしかないまち びほろ」

の実現に向け、さまざまな子育て支援施策

や高齢者福祉施策、学校教育の充実を図っ

てきている。

美幌町の住みよさや魅力を今まで以上に

高めていくためにも、さらに知恵を出し合

って課題を解決していかなければならな

い。

このような状況を踏まえ、当委員会では

昨年度、子育て支援に対する取り組み、地

域の医療機関を支えるための取り組みにつ

いて、今年度は、医療・介護ネットワーク

の取り組み、子育て支援の取り組み、高齢

者の居場所づくりの必要性、学校教育の充

実、介護ボランティアの取り組みの各項目

について着目し、先進地を視察・調査した

ので、その代表的な取り組みを紹介した

い。

当麻町（平成２８年１０月末日現在、人

口６,６５２人）「子育て支援に関する取り

組みについて」

当麻町は、子育て環境Ｎｏ.１のマチを目

指して、心と体の育み「食育・木育・心

育」を推進、「オール当麻で子育てを強力

サポート！」を標榜し、平成２３年度から

中学生以下の全ての子供の医療費を無料と

するほか、認可保育園保育料の保育者負担

金軽減、延長保育の事業費助成、発達支援

を必要とする園児に対する保育士人件費助

成、妊婦一般健康診査費用全額助成、小児

用肺炎球菌ワクチン・ヒブ接種費用の全額

助成、就学前から中学校卒業までの誕生日

の本の贈呈、小・中学校修学旅行費用の全

額補助などなど、子育てのあらゆる段階に

対応した「マチの宝としての子育て支援」

が展開されている。

士別市（平成２８年１０月末日現在、人

口１９,７４８人）「市立病院応援隊」

士別市立病院（一般病床、療養病床あわ

せて１９９床）は、昭和２９年度に開設さ

れ、１市２町（２９,１８４人）医療圏の基

幹病院として運営されてきたが、医師・看

護師不足に伴う患者数の減少で、平成２０

年度に１３億６千万円の累積債務を抱え、

市税の半分を病院会計への繰入金に費やさ

れる深刻な事態に陥った。

この状況を受けて、平成２４年４月に市

立病院応援隊（６８人）が発足した。

発起人は元市役所部長の商工会議所専務

理事を中心に、元看護師、バス会社社長、

新聞記者など７人。年２回程度、市内全戸

への後援会だよりの折り込み、市民に親し

まれる病院を目指した病院との交流、市立

病院市民公開講座の後援、経営状況勉強

会、病院花壇整備、病院駐車場フェンス・

自転車小屋のペンキ塗りなど、市民ができ

ることを行い、市立病院を側面的に支える

ことで、病院への悪評が減少し、市民と病
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院の関係はかなり改善されている。

広島県尾道市（平成２８年１０月末日現

在、人口１４１,３１４人）「医療と介護ネ

ットワークの取り組み」

尾道市には尾道市立病院（病床数３３０

床）と医師会で取り組んできた、尾道方式

と称される全国最先端の地域包括ケアシス

テムがあるが、平成２３年５月、ＪＡ尾道

総合病院（病床数３９３床）の新築移転と

電子カルテ導入を契機に、電子カルテ活用

による医療・介護ネットワークが構築され

た。

ネットワーク構築には、総務省の地域利

活用広域連携事業により、１億９千万円全

額が助成された。現在までの主な取り組み

は、医療・介護間（他職種協働）の円滑な

情報共有、在宅医療・在宅介護におけるモ

バイル端末の活用、他職種協働のための医

療・介護情報保護ハンドブック作成、壮年

期の健康推進、健康寿命延伸に資する医

療・保健間共有情報の分析・連携である。

ＩＣＴ化事業展開の成果として、かかり

つけ医の参加はいまだ半数だが、６割が在

宅診療支援診療所のため、地域医療連携で

の主治医機能が果たされている。急性期医

療病院での検査結果などが閲覧できるの

で、検査の重複、重複処方が避けられ、約

２千万円削減の効果を挙げている。

兵庫県相生市（平成２８年１０月末日現

在、人口３０，２６３人）「子育て応援施

策について」

相生市では、持続可能な行政運営を図る

ため、行財政健全化に取り組む中で、将来

の人口減少が最重要課題として浮かび上が

ったことから、平成２３年４月に、子育て

応援都市宣言を行い、子育てしやすい環境

を整え、人口減少対策や定住促進を推進す

るため、新婚世帯家賃補助、定住者住宅取

得奨励補助、マタニティータクシークーポ

ン交付、出産祝金支給、乳幼児等子ども医

療費無料化、子育て応援券交付、保育料軽

減、市立幼稚園一時預かり保育、給食費無

料化、相生っ子学び塾事業、ワンピース・

イングリッシュ事業を１１の鍵として、幅

広い総合的な施策を展開している。

施策実施後、平成２７年度末には人口の

社会増減が９２人増となり、特に定住施策

による若い世代の転入者が増加しており、

限られた財源を子育て支援施策に集中させ

ているのが特色となっている。

また、相生市の高齢化率は県内でも高

く、高齢社会の対応が急務となっていた。

このような現状を好転させるため、町なか

での朝市による販売拠点をつくった。この

朝市を発展させ、国と県と相生市の助成に

より、商店街の空き店舗に、高齢者が運営

する交流施設「よりあいクラブ旭」をオー

プンさせ、高齢者の生きがい創出、健康と

福祉のまちづくり、地域の活性化と商店街

の再生を目的として活動している。

埼玉県戸田市（平成２８年１１月１日現

在、人口１３７,１３９人）「学校ファー

ム、ＩＣＴ教育の取り組み」

戸田市の小学校では、埼玉県教育委員会

との連携事業により、みどりの学校ファー

ムを設置し、学校応援団と呼ばれる地域の

協力を得て、農業体験を実施し、作物の成

長過程の観察、給食の食材としての活用な

ど、自然環境や食物に対する理解と生きる

力を身につける実践教育が行われている。

また、全国に先駆けてＩＣＴ環境活用し

た授業が行われており、大型テレビ、タブ

レット型パソコン、実物投影装置、指導用

デジタル教科書、民間の学習用ソフトなど

の導入により、産官学民と連携した、将来

を見据えた先進的な教育の推進が行われて

いる。

埼玉県和光市（平成２８年１１月１日現

在、人口８１,３６９人）「わこう版ネウボ

ラについて」

和光市では、安心・安全な妊娠・出産・

子育てを実現するために、わこう版ネウボ

ラ（フィンランド語でアドバイスの場）事

業を展開している。ネウボラ事業では、身
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近な場所に子育ての不安な気持ちや悩みを

相談する場所として、各地域に子育て世代

包括支援センターを設置し、子育て支援ケ

アマネージャーや母子保健ケアマネージャ

ーを配置するなど、保健・医療・福祉が一

体に提供される地域包括ケアシステムの一

環として実施されており、妊娠期から就学

期までの切れ目のない子育て支援サービス

が確立されている。

東京都稲城市（平成２８年１１月１日現

在、人口８８,９１８人）「介護支援ボラン

ティア制度について」

稲城市では、６５歳以上の高齢者が介護

保険施設等でボランティア活動を行った場

合、活動実績に応じてポイントが与えら

れ、これに対して交付金（年間上限１００

ポイント、最大５千円）を交付する制度

で、ボランティア活動を通じて、高齢者の

介護予防を目的にしている。地域貢献や社

会参加活動をすることで、高齢者がより元

気に、そして地域社会が生き生きとなるこ

とを目指している。

ポイント対象項目は、レクリエーション

の指導、デイサービスでのお茶出しや配

膳、下膳の補助、散歩、外出、館内移動の

補助、模擬店や会場設営などの行事の手伝

いで、収益を目的とした事業は対象外とな

っている。

介護ボランティア登録者は、初年度の３

８１人から６８２人（平成２８年３月）、

高齢者人口の３.８１％へと拡大している。

以上、先進地の調査と美幌町の状況を重

ね合わせ、委員会として検討した結果、次

のとおり意見の集約をみたので、ここに報

告する。

１、子育て支援について。

当麻町、相生市ともに、対外的に、子育

て支援Ｎｏ.１のマチ、子育て応援都市宣言

等を宣言し、人口減少社会の中で、子供は

地域の宝と位置付け、多方面にわたっての

支援策を展開。財政面では、過疎債の活用

（当麻町）、行政改革により資金捻出（相

生市）など工夫を行っている。

一昨年、子育て支援オホーツクＮｏ.１の

マチをと、当委員会報告及び町議会全員一

致の政策提言を行ったが、美幌町として、

少なくとも中学校卒業までの医療費の無料

化を初めとする子育て支援策の一層の充実

を図るべきである。

２、公立病院を支える取り組みについ

て。

医師・看護師確保を大目標としつつ、経

営改善に全力で取り組む市立病院を理解

し、市民ができることを通じて側面から支

援する市立病院応援隊の多彩な取り組み

は、病院当局者から、病院スタッフにとっ

て非常に大きな力と感謝される、貴重な実

践例である。美幌町でも早急の「町立病院

を支える会（仮称）」設立が期待される。

３、医療・介護ネットワーク構築につい

て。

尾道市の医療・介護ネットワーク構築の

取り組みは、全国の最先端を走る貴重な取

り組みであり、その中心には、長い歴史を

有する尾道医師会が事務局を勤め、尾道市

立市民病院、ＪＡ尾道総合病院という両総

合病院が大きな役割を果たしている。

美幌町が全道に先駆けて構築しようとす

る医療・介護ネットワークは、町立国保病

院が事実上唯一の中心となって医療・介護

の連携を画期的に高めようとするものであ

り、町立国保病院の積極的な取り組みに大

いに期待したい。

４、学校ファーム、ＩＣＴ教育の取り組

みについて。

戸田市での学校ファームの取り組みは、

埼玉県下全小学校の一環で行われている

が、狭い面積とはいえ、都市部において各

学年ごとに、農業を体験させる実践教育

は、農業を基幹産業とする美幌町で、長年

にわたる後継者不足、人口減少社会での地

方回帰を考慮すると参考にすべきである。

また、ＩＣＴ教育については、教育効果

が高いことから、美幌町でも大型テレビや
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タブレット型パソコンなどの環境整備に積

極的に取り組むべきである。

５、わこう版ネウボラについて。

和光市における子育て支援ネウボラは、

中学校区ごとに母子保健と子育て支援のケ

アマネージャーが配置され、経済的支援を

含めての結婚・妊娠・出産・子育て・学童

期に至る切れ目のない支援が統合的に展開

され、今後さらに高齢者、障害者、生活困

窮者をも含めた、地域包括ケアマネジメン

トの提供（平成３０年）か展開されてい

る。

美幌町でも、包括的子育て支援のシステ

ムを構築し、各段階の子育て支援が経済面

を含めてより有機的に展開されるよう期待

したい。

６、ボランティアポイント制度につい

て。

稲城市における介護支援ボランティアポ

イント制度は、介護予防事業の一つとし

て、高齢者が介護支援ボランティアを通し

て地域貢献や社会参加を行うことで、より

元気に、また、地域社会が生き生きとなる

ことを目指している。この取り組みが国を

動かし、実践的にも介護保険料の軽減につ

ながっていることから、美幌町としても積

極的に研究すべきである。

○議長（大原 昇君） それでは、委員長

より報告を求めます。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 〔登壇〕 ただい

ま読み上げました今回の委員会報告は、９

市町、１２項目の調査研究のうち、委員会

としての意見集約を見ました６項目につい

ての報告でありますが、それぞれ美幌町の

実態に、いかに反映させるか、委員会で回

数を重ね議論を行ってまいりました。その

結果を要約して報告したものであります。

それぞれの項目については、補足は省略

いたしますが、一つにＩＣＴを活用して構

築しようとする地域医療・介護ネットワー

クは、美幌町ではひとえに町立国保病院の

指導力が求められることになりますので、

ぜひ期待にこたえていただきたいと思いま

す。

二つ目には、ボランティアポイント制度

についてでありますが、介護分野の支援に

限らず、美幌町の各分野でボランティアあ

るいは支援が求められていることから、近

隣の大空町・津別町でのボランティアポイ

ント制度を含めて、一層の研究が必要とさ

れているということを申し上げて、委員長

としての補足発言とさせていただきます。

○議長（大原 昇君） これから、委員長

報告に対する質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これで、委員長に対する質疑を終わりま

す。

以上で、総務文教厚生常任委員会事務調

査結果報告を終わります。

―――――――――――――――――――

◎日程第４ 報告第２１号

○議長（大原 昇君） 日程第４ 報告第

２１号経済建設常任委員会事務調査結果報

告についてを議題とします。

職員に報告書の調査の結果についてのみ

朗読させます。

○次長（橋本美典君） ３、調査の結果。

美幌町の基幹産業である農業は麦類、豆

類、てん菜、バレイショ、畜産を中心とし

た大規模な機械化畑作経営が特徴となって

おり、我が国における食料の安定供給に大

きく貢献しているとともに、農産物加工場

や農業用資機材の販売など、関連産業を含

め、地域経済を支えている。

しかし、後継者不足と高齢化で農家戸数

の減少が進行する中、昨年１０月に大筋合

意したＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協

定）により、先行きが不透明な状況となっ

ていることから、農業経営の改善と所得向

上を図るため、地域の特色ある農産物を生

かした６次産業化・農商工連携に取り組む
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必要がある。

本町は、早くから豊かな森林資源に着目

し、地球温暖化対策として、森林バイオマ

スエネルギーの活用を図っているが、温室

効果ガスの削減が国際的に重要な課題とな

っている中、地域資源を活用した再生可能

エネルギーの導入拡大は、環境関連産業の

育成や雇用の創出など、経済効果が期待さ

れている。

また、本町の商業は、交通の利便性の良

さから、北見市などへの消費流出と大型店

舗の進出により、既存商店の経営は厳しい

ものとなっており、中心市街地の空洞化が

進んでいる。このため、中心市街地におけ

る都市機能の増進と経済活力の向上を総合

的に推進するため、平成１６年に中心市街

地活性化基本計画を策定し、まちなか居住

促進事業やポイントカードシステム事業な

どに取り組んできたが、一部未着手や休止

状態となっている。

空き店舗の活用や起業家支援により、商

業の活性化を図るとともに、魅力ある中心

市街地づくりを一体的に進めていく必要が

ある。

このような状況を踏まえ、農業の６次産

業化による特産品開発や地域資源の積極的

な活用、中心市街地活性化に取り組んでい

る道内外の先進地を調査し、検討した中で

委員会としての意見の集約をみたので、こ

こに報告する。

１、農業の６次産業化の取り組みについ

て。

新潟市の有限会社フジタファームは、酪

農と米の循環型農業と生乳の付加価値を高

め、酪農経営の安定化を図るため、ジェラ

ートの直営店を初め、搾乳・乳製品加工体

験など、観光農場化に取り組んでいる。

長野県長和町の農事組合法人信濃霧山ダ

ッタンそばは、高齢化による遊休農地の解

消を目指し、ダッタンそばの栽培に取り組

んでいる。苦みがない独特なダッタンそば

を特産品とし、そば打ち体験やレストラ

ン、インターネットも活用した直売を行っ

ている。

また、新篠津村の有限会社大塚ファーム

は、有機ＪＡＳの圃場認定を受け、少量多

品種栽培と６次産業化により、質の高い農

産物をいかに高く買ってもらうかを主眼

に、生産、加工から販売までを手がけ、消

費者目線の農業経営を行っている。

いずれも耕作面積が比較的少ない中で、

生産物の付加価値を高める視点であり、我

が町の大規模な機械化畑作経営とは異なる

が、安定した農業経営基盤を確立し、さま

ざまな農業経営形態に即した支援体制を築

くため、６次産業化や農商工連携に取り組

む人材の育成や情報提供に加え、意欲ある

生産者・事業者等に地場産品を活用した商

品開発及び調査研究費用の支援を行うべき

である。

２、地域資源活用の取り組みについて。

下川町は４,６２８ヘクタールの町有林を

有し、ＦＳＣ森林認証を取得し、持続可能

な循環型森林経営により、就労・雇用の確

保と地元製材業者への木材の安定供給を図

るとともに、公共施設の木質化による地域

材の利活用と木質バイオマスエネルギーに

よる公共施設の熱エネルギーの６０％を自

給している。

本町においても、本年９月に低炭素地域

づくりに向けた第２次美幌町地域新エネル

ギービジョンを策定し、エネルギー源の多

様化と地域環境の保全、循環型社会の実現

のため取り組んでいるが、林地残材や間伐

材の集積方法を検討するとともに、環境教

育への活用と公共施設の整備に当たって

は、チップボイラーや太陽光発電、ヒート

ポンプなど複合的かつ安定供給エネルギー

を積極的に導入し、計画的な地域資源の活

用と森林循環を一層促進すべきである。

３、中心市街地活性化の取り組みについ

て。

岩手県紫波町は、新駅設置に伴い１０ヘ

クタールの町有地を活用した駅前都市整備
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事業を公民連携によるまちづくり会社によ

り実施し、ホテルやバレーボール専用体育

館、図書館、カフェ、産直マルシェ等が入

居する複合施設を整備した。

長野県飯田市は、車社会の普及による商

業施設の郊外移転に伴い空洞化した中心市

街地を、生活と交流・仕事などの都市型機

能を合わせもった安全・便利で快適な暮ら

しよいものとするため、まちづくり会社に

よる中心市街地再開発事業を行うととも

に、中心部の空き店舗に商業施設を整備し

ている。

富良野市は、病院跡地を活用した観光滞

留拠点の複合集客施設と大型駐車場を兼ね

備えた食文化の魅力発信基地としてフラ

ノ・マルシェ開発事業をまちづくり会社が

行っている。フラノ・マルシェオープンに

より、市内を回遊する人が増加し、周辺飲

食店の売り上げも伸びるなど、間接的な効

果も期待されている。

本町においても、平成７年度以降、数次

にわたり中心市街地再生計画を策定し、

種々の事業に取り組んできたが、中心市街

地の活性化には至っていない現状であるこ

とから、平成１６年度に策定した中心市街

地活性化基本計画を検証するとともに、美

幌商工会議所が提唱する、にぎわいの駅整

備事業などにより、中心市街地ににぎわい

を取り戻し、商業の活性化につながる核と

なる集客施設等の整備について、関係団体

と十分協議し、積極的に取り組む必要があ

る。

また、事業の実施に当たっては、公民連

携によるまちづくり会社を設立するととも

に、民間の経営ノウハウや住民ファンドな

ど民間資金を活用し、低廉で良質な町民サ

ービスが提供できるような手法を取り入れ

るべきである。

以上のとおり、農業の６次産業化・農商

工連携と地域資源の積極的な活用及び長年

懸案となっている中心市街地ににぎわいを

取り戻すことが、地域の活性化につながる

ことを指摘し、委員会報告としたい。

○議長（大原 昇君） 委員長より報告を

求めます。

９番坂田美栄子さん。

○９番（坂田美栄子君） 〔登壇〕 経済

建設常任委員会では、ただいまの委員会報

告のとおり、６次産業化や農商工連携・地

域資源の活用・中心市街地活性化の３項目

について調査検討してきましたが、その多

くの時間を中心市街地活性化に費やしてき

ましたので、委員会報告に至らなかったも

のを含め、口頭にて補足報告させていただ

きます。

中心市街地は、人・物・情報の交流機能

と都市機能が集積し、地域コミュニティー

の拠点となっていましたが、商業施設の郊

外移転や大型店の進出、交通網の発達によ

る消費人口の流出などにより、空洞化が進

んでいることから、中心市街地の活性化は

どこの町でも課題となっています。

そのような状況の中で当委員会では、今

年、商店街が取り組む中心市街地の活性化

事例を調査しました。

１例目は、札幌市の発寒北商店街振興組

合、通称ハツキタ商店街です。ハツキタ商

店街は、物を売るだけでは商店街が縮小し

てしまい、地域住民の触れ合いの場が減少

してしまうとの視点から、「札幌で一番住

みやすい町へ」を合い言葉に、商店街を物

を売る場所からサービスを売る場所に変え

る取り組みとして、ハツキタ暮らしの安全

窓口を開設し、地域の住民の暮らしに関す

るトラブルや日常生活の困り事の相談を受

け、大型店にはできない電球の取りかえか

らバリアフリー化リフォームまで、住民の

ニーズに合ったきめ細やかなサービスを提

供しています。

この商店街が運営主体となって、高齢者

や地域住民が集まるコミュニティー施設

「にこぴあ」を開設し、高齢者のデイサー

ビス事業や貸し会議室、コミュニティーカ

フェを運営するとともに、子供たちが地域
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を好きになるきっかけをつくるために、二

つの小学校と連携したスノーキャドルづく

りなど、行事や中学生の職業体験の受け入

れ、トイレ清掃などの社会貢献活動を行っ

ています。

２例目の留萌市商店街振興組合連合会で

は、商品の販売やサービスの提供のほか、

多くの町民が集う交流サークル活動など、

コミュニティー機能を核とした商店街のに

ぎわいの創出を目的に、国の補助金を活用

し、閉店した大型店の１階を改築して「留

萌プラザ」を開設し運営しています。１階

の半分のスペースに複数の店舗が入居し、

残りの半分は市が借り上げてチャレンジシ

ョップや休憩・イベントスペースを設置し

て、多くの市民に利用されていますが、消

防法により１階部分しか使えないことに加

え、建物の老朽化により新たな拠点づくり

が課題となっています。

本町の中心市街地活性化については、平

成８年３月に美幌町中心市街地区総合再生

計画、平成１６年１０月に美幌町中心市街

地活性化基本計画を住民や商業者の意見を

取り入れて策定し、行政と商工会議所や商

店街などの役割を明確にする中から、市街

地の整備・改善のための１１事業と商業等

の活性化のための１０事業に取り組んでお

りますが、多くの事業が未実施や中止とな

っています。

計画策定から１２年が経過し、起業家支

援や店舗リフォーム促進支援事業など、新

たな商店街活性化促進事業に取り組まれて

いますが、現状は、商業機能は低下し人通

りは少なく、空き地もふえてきています。

美幌町まちづくり白書でも、多くの町民か

ら中心市街地の活性化に対する意見が寄せ

られていますので、早急に美幌町中心市街

地活性化基本計画を検証し、中心市街地に

にぎわいを取り戻す施策を美幌商工会議所

や関係団体と協議をしながら積極的に推進

すべきであり、事業の実施に当たっては、

委員会報告にありますように、公民が連携

し、後年度においても独立した運営ができ

るよう、まちづくり会社などを設立すると

ともに、民間の経営ノウハウや資金を活用

すべきものと考えます。

また、商業者自らが商店街の活性化に取

り組む姿勢を引き出す施策と、それを支え

る支援策を講じるべきと考えます。

以上、当委員会の報告が産業振興と中心

市街地の活性化に少しでも役に立つことを

期待して、委員長としての口頭報告とさせ

ていただきます。

○議長（大原 昇君） これから、委員長

報告に対する質疑を行います。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 先ほどの朗読の中

の、中心市街地の活性化の取り組みで、本

州２カ所と道内富良野市を視察した報告が

ありました。このまとめの中で、公民連携

によるまちづくり会社の設立、それから住

民ファンドなど、民間資金の活用というよ

うなことを提言として最後にまとめられて

いるのですけれども、見てきたところでは

実際にどのようなまちづくり会社で公民連

携をしているのか。公民連携ということで

すから、公の部分は自治体なのだろうと思

いますが、その辺の会社の概要のことと

か、あるいは見てきたところで、いわゆる

住民からお金を調達するような事例で、具

体的にどこで取り組まれていたのか、御紹

介いただければありがたいと思います。

○議長（大原 昇君） 坂田委員長。

○９番（坂田美栄子君） 私たちが調査し

てきたところは、本州は長野県の飯田市と

北海道でいえば富良野市が公民連携で実施

されているところで、飯田市におかれまし

ては、まちづくり会社をつくって、そこの

会社が出資を募って、運営をされていると

いう現状でありました。

富良野市についても、公民連携というお

話がありましたけれど、富良野市もまちづ

くり会社をつくって民間で運営していると

いうことなのです。
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○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 民間資金の活用と

いうのは、今の二つの事例ですと、公民連

携だけではなくて民間だけだと思うので

す。会社を設立して出資を求めたというこ

とで、それは純粋に民間に求めたのではな

いかというように聞こえたのですが、岩手

県紫波町は、公民連携によるまちづくり会

社と書いてあったものですから、具体的に

その公民連携というのがどういう母体でで

きた会社なのか、そういった実情や資金調

達というところで、かなり集められたのか

どうかということなどが、もしわかれば教

えてください。

○議長（大原 昇君） 坂田委員長。

○９番（坂田美栄子君） 具体的に資金を

どの程度集められたというところまでは、

私たちは聞いてはいなかったのですけれど

も、会社をつくった中でそれぞれの町や市

から寄附金を募ったりしてやっている部分

と、それから会社独自で民間から資金を調

達して運営しているというお話だったと思

います。

○議長（大原 昇君） １３番古舘繁夫さ

ん。

○１３番（古舘繁夫君） 経済建設常任委

員会は大変精力的に、特に中心市街地のこ

とについて取り組まれたと伺っておりまし

て、タイムリーな調査をしていただいたと

いうように感じております。

この定例会でも、岡本議員、稲垣議員か

ら商店街のことについて、とりわけ大きな

関心事で一般質問があったということであ

ります。そして、この１１月には、新しく

商工会議所会頭になった後藤会頭が中心市

街地ににぎわいを取り戻したいということ

で、行政と会議所が一緒になって形に残る

ようなことを進めていきたいというお話が

ありましたし、また、中心市街地ににぎわ

いを取り戻してほしいと願っている方々が

多くございます。

ですから、タイムリーだというように思

っているのですが、それで、道内・道外と

いろいろなところを、坂田委員長を中心に

ごらんになってきたと思うのですが、私も

過去いろいろと見せていただきましたけれ

ども、どのように美幌に重ねられるのかと

いうことが、大変長い時間と大きなお金を

使っても成功した例というのは少ないとこ

ろがあったり、また行政がこういうことに

深く関わって、良い成果を上げているとい

うところもあったと思うのですが、そこで

今回いろいろなところをごらんになってき

た中で、事例として、ここの町、またはこ

ういう市は大変その地域に合った施設です

とか、市民の皆さんの考えなどなどがあっ

て成功したという町があれば、その町並び

にこのようなあんばいでしたというような

ことで、若干でもいいですから、御披露い

ただければと思っています。以上です。

○議長（大原 昇君） 坂田委員長。

○９番（坂田美栄子君） 私たちが調査・

視察したところで一番印象に残ったところ

は、北海道の富良野市だったと思います。

そこは長い時間をかけて、例えば行政側と

民間のトップの方たちとの話し合いを何年

も続けて、練りに練ってつくられたものだ

ったと記憶しています。その中で、やはり

民間が主導してまちづくり会社をつくって

運営されているという方法が成功の事例だ

ったのかなというように思っています。

美幌についても、委員会の中では中心市

街地、にぎわいの駅という意味では相当議

論のあったところでありますけれども、た

だ、今行政と商工会議所が協議中ですの

で、具体的なところまでは私たちも踏み込

めないものもありましたから、そういうと

ころを御理解していただきたいなと。これ

からの協議で進められていくのかなという

ように思っていますので、委員会として

も、できれば後方支援という形で応援した

いという思いがあって、今回、調査をしな

がら委員会報告をさせていただいたところ
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です。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） １点ほど、お聞

かせ願いたいと思います。

商業の活性化につながる、核となる集客

施設という言葉自身はわかります。核とな

るというのはそのとおりだと思うのです

が、核というのは周りがあって初めて核だ

と思うのです。そういう意味では、今回、

いろいろな方々がその核となるものをつく

るべきだとか、つくってほしいとかという

ような表現をし、耳にすることが多いので

すが、そればかりではなくて、そうしたら

核を中心とした周りの人たちの、商店街と

いうのでしょうか、追随するかしないかと

いうのも、この事業が結果として失敗に終

わるのか成功に終わるのか、やはり大きな

大きな課題の一つだと思うのです。核とい

う言葉は、先ほど言ったように理解はでき

るのですが、周りの追随という意味で、も

し調査研究されたことがあれば、一言でも

二言でもお教え願いたいと思いますが、い

かがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 坂田委員長。

○９番（坂田美栄子君） 核ということに

ついては、委員会の中でも随分こだわって

議論をしてきたところです。今、吉住議員

が言われたとおり、例えば核となる施設が

あったら、その周りに商業者の人たちが集

まるかどうかというのも議論をした内容で

はあります。ただ、それによって、私たち

がこういうものを持ってきたからこうだと

いうことにはならないかと思っていますの

で、その点について委員会の中では、にぎ

わいの駅まちづくり構想という意味では、

例えば駐車場であったり、そういう施設が

来られる状況であったりということも視野

に入れながら、議論展開はさせていただい

ておりますが、きちんとしたこういうもの

というところまでの判断には至ってないと

いうのが現状でございます。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで委員長に対

する質疑を終わります。

以上で、経済建設常任委員会事務調査結

果報告を終わります。

―――――――――――――――――――

◎日程第５ 議案第８７号

○議長（大原 昇君） 日程第５ 議案第

８７号美幌・津別広域事務組合と美幌町と

の間における行政不服審査会に関する事務

の委託についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（広島 学君） 議案２ページ

になります。

議案第８７号美幌・津別広域事務組合と

美幌町との間における行政不服審査会に関

する事務の委託について御説明を申し上げ

ます。

地方自治法第２５２条の１４第１項の規

定により、美幌・津別広域事務組合と協議

の上、次のとおり規約を定め、行政不服審

査会に関する事務の管理及び執行を同組合

から受託することについて、同条第３項の

規定において準用する同法第２５２条の２

の２第３項の規定により、議会の議決を求

めようとするものでございます。

制定内容等につきましては参考資料によ

り御説明を申し上げますので、参考資料の

１ページをお開きいただきたいと思いま

す。

資料の１、議案第８７号関係。

美幌・津別広域事務組合と美幌町との間

における行政不服審査会に関する事務の委

託について。

制定目的でございますけれども、行政庁

が行った処分に対する不服申し立てが公正

な手続により、またスピーディーに行える

よう行政不服審査法が５０年ぶりに全面改

正をされております。その中で、第三者機
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関の行政不服審査会の設置義務が規定をさ

れており、本町においても本年５月に設置

をしたところでございます。広域事務組合

においても設置が必要であることから、そ

の事務を美幌町が受託し、町が設置をいた

しました行政不服審査会において審査をす

ることとしたことに伴い、規約を制定しよ

うとするものでございます。

制定内容でございます。

第１条につきましては、事務の委託範囲

を規定させていただきました。

第２条につきましては、美幌町での受託

事務の執行根拠を規定させていただいてお

ります。

第３条、経費につきましては、処理に係

る経費を広域事務組合が負担することとし

ているところでございます。

第４条につきましては、条例改正の場合

の通知義務規定。

第５条につきましては、その他の必要な

事項を規定したところでございます。

施行日につきましては、平成２９年１月

１日でございます。

以上、御説明申し上げました。よろしく

お願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第８７号、美幌・津別広

域事務組合と美幌町との間における行政不

服審査会に関する事務の委託についてを採

決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第６ 議案第８８号

○議長（大原 昇君） 日程第６ 議案第

８８号美幌町税条例等の一部を改正する条

例制定についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（広島 学君） 議案４ページ

になります。

議案第８８号美幌町税条例等の一部を改

正する条例制定について御説明を申し上げ

ます。

美幌町税条例等の一部を改正する条例を

次のように制定しようとする。

記以下につきましては、参考資料で御説

明を申し上げますので、参考資料の２ペー

ジをお開きいただきたいと思います。

美幌町税条例等の一部を改正する条例制

定について。

制定目的につきましては、地方税法等の

一部改正に伴う所要の税条例の改正を行う

ものでございます。

改正内容でございますけれども、まず一

つ目が、国税における延滞金の計算期間等

の見直しが行われたことから、これに準じ

まして個人住民税及び法人住民税に係る延

滞金の計算期間等について、所要の措置を

講じるものでございます。

内容につきましては、当初の申告書が提

出をされ、これに基づく税額の減額更正が

あり、また、なおかつ、その決定後に修正

申告等により増額決定された場合に、延滞

金の除算期間を定めるものでございます。

この改正についての施行日は、平成２９

年１月１日でございます。

二つ目は、個人町民税のスイッチＯＴＣ

薬控除の創設で、一定のスイッチＯＴＣ医

薬品を購入した場合に、その年に支払った

額が１万２,０００円を超える部分の金額を

所得控除する、スイッチＯＴＣ薬控除を医

療費控除の特例として創設を行うもので、

これにつきましては平成２９年分所得から

の適用で、平成３０年度以降の個人住民税
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から適用されることになっております。

この改正の施行日につきましては、平成

３０年１月１日でございます。

三つ目の改正の内容でございますけれど

も、固定資産税・都市計画税に係る改正で

ございます。

課税標準の特例措置等で、わがまち特例

の導入の中の電気事業者による固定価格買

い取り制度の対象について、従来の太陽光

発電設備を除外して、新たに自家消費型太

陽光発電設備を追加するものでございま

す。また、コンパクトシティーの実現に向

け認定誘導事業者が取得をしました、公共

施設等の課税標準の特例措置適用期限を、

それぞれ平成３０年３月３１日までにしよ

うとするものでございます。

この改正の施行日については、平成２９

年１月１日でございます。

四つ目が、軽自動車税の改正でございま

す。

平成２８年度分の軽自動車税に限り適用

されております、グリーン化特例の適用期

限を１年延長することといたしまして、平

成２８年４月１日から平成２９年３月３１

日まで新規取得をした４輪以上及び三輪の

軽自動車について、排出ガス性能に応じた

グリーン化特例を、この参考資料の①から

③まで定めるものでございます。

施行日につきましては、平成２９年４月

１日でございます。

五つ目が、特例適用利子等及び特例適用

配当等にかかる課税特例の創設でございま

す。

それぞれから生じる所得に対し、個人町

民税については分離課税とし、あわせて国

民健康保険税の所得割額の算定、あるいは

軽減判定に用いる総所得額に含めようとす

るものでございます。

この改正の施行日は、平成２９年１月１

日でございます。

その他合わせまして、字句の整理等を行

おうとするものでございます。

根拠法令等については、記載のとおりで

ございます。

また、５ページから２０ページに今回の

改正に係る新旧対照表を添付しております

ので、御参照いただければと思います。

以上、御説明申し上げました。よろしく

お願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 参考資料の３ペー

ジに、一定のスイッチＯＴＣ医薬品が括弧

書きに書いてあるのですけれども、もう少

し詳しく言えば、どのような医薬品のこと

なのでしょうか。これは、私が読んでもわ

からないのですが、例えば例として、具体

的にどのような医薬品のこと言っているの

ですか。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） これは、指定

をされているものがございます。種類から

いけば、約１,５００種類にあると言われて

おります。それで、健康の維持増進及び疾

病の予防の薬ということで、ＯＴＣはオー

バー・ザ・カウンターの略でございまし

て、薬局等でカウンター越しに買う薬とい

う形になっております。品目の一覧がござ

いますけれども、１，５００種類あるもの

ですから相当な数に上ります。ただ、この

表示としては、それぞれの医薬品の店舗等

でレシートに印字をされるか、あるいは薬

の中に印字されているというか、表示をさ

れているということになっていまして、そ

の詳細についてはどのような形で印字をさ

れるかは、私もまだ承知をしておりません

けれども、いずれにしても平成２９年から

そういった形で購入された方がわかるよう

な形の表示をするということにはなってお

ります。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 今の説明だと、病



－ 86－

院にかかって処方されるのではなくて、私

が、例えば健康増進で該当する薬を薬局で

買った場合に、レシートに何らかの表示が

されて該当になるという理解でよろしいで

すか。（「はい」と発言する者あり）

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。

これから、議案第８８号美幌町税条例等

の一部を改正する条例制定についてを採決

します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第７ 議案第８９号

○議長（大原 昇君） 日程第７ 議案第

８９号美幌町農業委員会の委員の定数に関

する条例の制定についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（広島 学君） 議案１５ペー

ジになります。

議案第８９号美幌町農業委員会の委員の

定数に関する条例の制定について御説明を

申し上げます。

美幌町農業委員会の委員の定数に関する

条例を次のように制定しようとする。

記以下につきましては、参考資料により

御説明を申し上げますので、参考資料の２

１ページをお開きいただきたいと思いま

す。

議案第８９号関係。

美幌町農業委員会の委員の定数に関する

条例の制定についてでございます。

制定趣旨は、平成２８年４月１日農業委

員会等に関する法律の改正・施行に伴いま

して、農業委員会委員の選出方法が、従来

の公職選挙法に基づく農業委員会の選挙制

が廃止をされ、次期改選時からは議会の同

意を要件とする市町村長の任命制一本とな

ったところでございます。

また、その任命に当たり委員の定数につ

いては、市町村の条例で定めることとされ

ていることから、今回条例を制定させてい

ただきたいという趣旨でございます。

制定内容でございます。改正前をここに

記載をさせていただいておりますけれど

も、選挙による委員１５名と選任委員４

名、従来１９名から、新たに法定化をされ

ました農業委員会の所掌事務に利害関係の

ない１名を追加して、定数を２０名とする

ものでございます。

従来、委員の選出については１５名の選

挙による委員と４名による市町村長の選任

の併用という形になっておりましたけれど

も、今回、議会の同意を要件とする市町村

長の任命とするものでございます。

なお、現委員の任期が平成２９年４月１

６日まででございますので、それ以降の委

員改選についての適用という形になりま

す。

根拠法令、施行日につきましては記載の

とおりでございます。

以上、御説明を申し上げました。よろし

くお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第８９号美幌町農業委員

会の委員の定数に関する条例の制定につい

てを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕
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○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎散会宣告

○議長（大原 昇君） 以上で、本日の日

程は全部終了しました。

本日はこれで散会します。

御苦労さまでした。

午後 ３時４２分 散会  
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